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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】可動台及び固定台を入れ子状に収めた形態と、
可動台を固定台から引き出した形態との間で変形可能で
あり、固定台に対する可動台の移動軌跡や、可動台の接
地痕が床面に出現することを防止・抑制可能なソファベ
ッドを提供する。
【解決手段】可動台２を固定台１に対してスライド移動
させるスライド機構５として、可動台２の移動方向Ｄに
沿って延伸するスライドレールと、スライドレールに係
合した状態でスライドレールに沿ってスライド移動可能
なスライダとを備えたものを適用し、スライドレールを
床面Ｆに設け、スライダを可動台２に固定し、スライド
レール及びスライダの係合部分によって可動台２全体を
床面Ｆから浮かせた状態で支持するように構成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
床面に固定した固定台と、固定台に対して移動可能な可動台とを備え、これら固定台及び
可動台を入れ子式に収めたソファ形態と、前記可動台を前記ソファ形態時よりも前記固定
台に対して所定の一方向に移動させたベッド形態との間で変形可能なソファベッドであり
、
前記床面に設けられ且つ前記可動台の移動方向に沿って延伸するスライドレールと、前記
可動台に固定され且つ前記スライドレールに係合した状態で当該スライドレールに沿って
スライド移動可能なスライダとを用いて構成したスライド機構を備え、
前記スライドレール及び前記スライダの係合部分によって前記可動台全体を前記床面から
浮かせた状態で支持するように構成していることを特徴とするソファベッド。
【請求項２】
前記固定台が前記ソファ形態において相対的に内側に配置される内ケースであり、前記可
動台が前記ソファ形態において前記内ケースの外側に配置される外ケースである請求項１
に記載のソファベッド。
【請求項３】
前記可動台である前記外ケースのうち前記移動方向に沿った寸法を、前記固定台である前
記内ケースのうち前記移動方向に沿った寸法よりも大きく設定し、
前記外ケースの内部空間を、前記移動方向に沿って、前記ソファ形態において前記内ケー
スを収容可能なメイン空間と、前記ソファ形態において前記内ケースが収容されないサブ
空間とに仕切り、前記サブ空間を前記内ケース以外の物品を収容可能な物品収容空間に設
定している請求項２に記載のソファベッド。
【請求項４】
前記可動台が、当該可動台の側面を規定する左右一対の側板を備えたものであり、
前記スライダを、前記左右一対の側板が相互に向かい合う幅方向においてこれら前記左右
一対の側板で仕切られる領域に配置し、
前記スライドレールを、前記スライダの配置箇所に応じた前記床面上の所定領域に配置し
ている請求項１乃至３の何れかに記載のソファベッド。
【請求項５】
前記スライドレールを、前記ソファ形態において前記固定台又は当該固定台と前記可動台
の両方によって覆われる位置に配置している請求項１乃至４の何れかに記載のソファベッ
ド。
【請求項６】
前記固定台及び前記可動台の各天板の全部または一部を、簀の子状のユニット天板によっ
て構成している請求項１乃至５の何れかに記載のソファベッド。
【請求項７】
前記ソファ形態において座面を形成し且つ前記ベッド形態において第１寝床面を形成する
マットレスと、前記ソファ形態において背凭れ面を形成し且つ前記ベッド形態において前
記移動方向に沿って前記マットレスに並べて配置した状態で前記第１寝床面に略面一な第
２寝床面を形成する背凭れマットとをさらに備え、前記ベッド形態における前記マットレ
ス及び前記背凭れマットの高さ方向に沿った厚み寸法に差を設け、当該厚み寸法差によっ
て、前記ベッド形態における前記固定台の上向き面と前記可動台の上向き面の段差を埋め
るように構成している請求項１乃至６の何れかに記載のソファベッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ソファとして使用可能なソファ形態と、ベッドとして使用可能なベッド形態
との間で変形可能なソファベッドに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来より、ソファとして使用可能なソファ形態と、ベッドとして使用可能なベッド形態
との間で変形可能なソファベッドとして、外ケースと内ケースとを入れ子式に重ねるよう
に収めたソファ形態において、外ケースに対して内ケースを前方に引っ張り出すことで、
ソファ形態からベッド形態に変形し、外ケースから引っ張り出された内ケースを外ケース
内に押し戻して収納することで、ベッド形態からソファ形態に変形するように構成された
ものが知られている。このようなソファベッドには、ソファ形態及びベッド形態の何れの
形態においても、ユーザが腰掛けたり、寝るといった実際の使用に耐え得る高い耐荷重性
能が要求されている。
【０００３】
　そこで、従来のソファベッドは、ソファ形態からベッド形態に変形する際や、ベッド形
態からソファ形態に変形する際（以下、総称して「形態変形時」と称す）に移動すること
が想定されていない外ケースを床面上に直接設置するとともに、形態変形時に移動するこ
とが想定されている内ケースのうち少なくとも引出方向側端部に床面接地部が確保されて
いる。内ケースが有する床面接地部としては、内ケースのうち引出方向側の端部に起立姿
勢で配置される板状部材（フットボード）や、専用の脚部、或いは床面上を転動自在なキ
ャスタ等が挙げられる（例えば、下記特許文献１、２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－４３００６号公報号公報（特許第２８８１６００号）
【特許文献２】実願昭５８－１６１８２９号（実開昭６０－６９０６３号）のマイクロフ
ィルム
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、内ケースとして上述した床面接地部を備えたものを適用した場合、形態
変形時に内ケースを移動させると、床面接地部も床面に接触したまま移動することになり
、床面に、床面接地部の移動軌跡が擦り傷や凹みとして出現し、形態変形を繰り返すほど
に床面接地部の移動軌跡が鮮明な擦り傷や凹みとなって現れ易い。また、ベッド形態で使
用する際には、内ケース自体の荷重やユーザの体重を床面接地部で受けることになるため
、ベッド形態時における床面接地部の配置箇所に、床面接地部が接地している形跡（接地
痕）が残る。
【０００６】
　このような床面接地部の移動軌跡や接地痕は、ソファベッドをベッド形態にしている場
合であれば視認できないか、視認し難いものである一方、ソファベッドをソファ形態にし
ている場合には、視認し易いものであり、ソファベッドを設置している床面の美観を損な
うことになる。
【０００７】
　特に、例えば床面にカーペットを敷いた上に、このようなソファベッドを設置して使用
すると、カーペットに床面接地部の移動軌跡や接地痕が現れて、カーペットの美観を著し
く損なうことになる。
【０００８】
　しかしながら、外ケースに対して内ケースを出し入れ自在に構成されたいわゆる入れ子
式の構造が採用されているソファベッドにおいて、実際の使用に耐える高い耐荷重性を確
保するためには、内ケースとして、床面に直接接触した状態で支持される床面接地部を備
えたものを適用することが必須の条件であるとされていたため、上述の不具合は甘受せざ
るを得ないものと考えられていた。
【０００９】
　本発明は、このような点に着目してなされたものであって、主たる目的は、可動台及び
固定台を入れ子状に収めたソファ形態と、可動台を固定台から引き出したベッド形態との
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間で変形可能であり、固定台に対する可動台の移動軌跡や、可動台の接地痕が床面に出現
することを防止・抑制可能なソファベッドを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　すなわち本発明は、床面に固定した固定台と、固定台に対して移動可能な可動台とを備
え、これら固定台及び可動台を入れ子式に収めたソファ形態と、可動台をソファ形態時よ
りも固定台に対して所定の一方向に移動させたベッド形態との間で変形可能なソファベッ
ドに関するものである。ここで、本発明における固定台及び可動台は、相互に入れ子式に
収めることが可能な適宜のサイズに設定されたものである。
【００１１】
　そして、本発明に係るソファベッドは、床面に設けられ且つ可動台の移動方向に沿って
延伸するスライドレールと、可動台に固定され且つスライドレールに係合した状態でスラ
イドレールに沿ってスライド移動可能なスライダとを用いて構成したスライド機構を備え
、スライドレール及びスライダの係合部分によって可動台全体を床面から浮かせた状態で
支持するように構成していることを特徴としている。
【００１２】
　このような本発明に係るソファベッドであれば、床面に設けたスライドレールの延伸方
向に沿って、可動台に固定したスライダをスライド移動させることが可能なスライド機構
を利用して、ソファ形態にある可動台を固定台に対して所定の一方向に移動させることに
よって、ソファ形態からベッド形態に変形することができるとともに、ベッド形態にある
可動台を固定台に対して、ソファ形態からベッド形態への変形時とは逆方向に移動させる
ことによって、ベッド形態からソファ形態に変形することができる。そして、本発明に係
るソファベッドによれば、床面に設けたスライドレールと、可動台に固定したスライダと
を相互に係合させた部分によって可動台全体を支持する構成を採用しているため、可動台
自体の荷重や、使用に伴って可動台に作用する荷重を、スライダ及びスライドレールの係
合部分を介して床面で受けることができる。
【００１３】
　ここで、本発明に係るソファベッドに対する比較例として、例えば、可動台と固定台と
の間に、固定台に対する可動台の出し入れを可能にするスライド機構を設け、このスライ
ド機構を利用してソファ形態からベッド形態への変形や、その逆の変形を行えるように構
成し、さらに、上述した床面接地部を備えていない可動台全体を、スライド機構を構成す
る部品で支持するように構成された態様を想定した場合、比較例の態様であれば、可動台
自体の荷重や、使用に伴って変化する可動台に作用する荷重は、スライド機構を構成する
部品や、これらスライド機構を構成する部品を介して固定台で受けることになる。
【００１４】
　なお、可動台と固定台との間に設けるスライド機構としては、可動台又は固定台の何れ
か一方の台（例えば固定台）の側板に可動台の移動方向に延伸する溝部を形成し、他方の
台（例えば可動台）の側板に、溝部に係合可能な突部を設け、これら溝部と突部の凹凸係
合を維持したまま可動台を固定台に対してスライド移動可能に構成したスライド機構や、
可動台又は固定台の何れか一方の台（例えば固定台）の側板に可動台の移動方向に延伸す
るレールを形成し、他方の台（例えば可動台）の側板に、レールに係合可能なスライダを
設け、これらレールとスライダの係合状態を維持したまま可動台を固定台に対してスライ
ド移動可能に構成したスライド機構、あるいは、外側レールと、この外側レールにスライ
ド自在に嵌合している中間レールと、この中間レールにスライド自在に係合する内側レー
ルとを備え、可動台又は固定台の何れか一方の台（例えば固定台）の側板に外側レールが
固定され、他方の台（例えば可動台）の側板に内側レールが固定されたサスペンションレ
ールを備えたスライド機構が挙げられる。これら何れのスライド機構であっても、スライ
ド機構を構成する部位や部品（以下では総称して「スライド機構構成パーツ」とする）が
、可動台及び固定台（上述の例では可動台の側板と固定台の側板）に形成されたり、設け
られている点は共通である。



(5) JP 2017-169866 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

【００１５】
　したがって、このような比較例であれば、可動台自体の荷重や、使用に伴って可動台に
作用する荷重が、スライド機構構成パーツ同士の係合部分や、係合部分を介して固定台に
作用することになり、固定台には、使用に伴って固定台に作用する荷重に加えて、可動台
に作用する荷重も掛かることになる。その結果、ソファ形態やベッド形態において、固定
台に過度の負荷が集中的に掛かるおそれがあり、実際の使用に耐えられる十分な耐荷重性
が確保できないか、確保することが困難であると予想される。したがって、比較例のよう
な構成において、実際の使用に耐えられる耐荷重性を確保するためには、床面接地部を備
えた可動台を採用せざるを得ず、その結果、床面接地部の移動軌跡や接地痕が床面に現れ
ることになる。
【００１６】
　一方、本発明に係るソファベッドによれば、スライド機構を構成するスライドレールを
床面に設け、このスライドレールと、可動台に固定したスライダとの係合部分によって可
動台全体を床面から浮かせた状態で支持するように構成しているため、可動台自体の荷重
や、使用に伴って可動台に作用する荷重を、スライドレールとスライダとの係合部分を介
して床面で受ける構成になり、可動台自体の荷重や、使用に伴って可動台に作用する荷重
が、固定台に負荷として作用する事態を回避して、実際の使用に耐え得る高い耐荷重性を
確保することが可能である。
【００１７】
　加えて、本発明に係るソファベッドによれば、ソファ形態からベッド形態に変形する際
や、ベッド形態からソファ形態に変形する際（形態変形時）に、可動台が床面に接触する
事態を回避することができ、床面に可動台の移動軌跡が現れる不具合を解消することが可
能である。また、本発明に係るソファベッドによれば、スライド機構を構成するスライド
レールとスライダとの係合部分によって可動台全体を床面から浮かせた状態で支持するよ
うに構成しているため、ベッド形態時に可動台が床面に接触する事態を回避することがで
き、床面に可動台の接地痕が現れる不具合も解消することが可能である。
【００１８】
　ここで、本発明に係るソファベッドを設置する床面が、カーペット等の敷物を敷いてい
ない床面であれば、本発明の「スライドレール及びスライダの係合部分によって可動台全
体を床面から浮かせた状態で支持する」構成における「床面」は、床面そのものである。
一方、本発明に係るソファベッドを設置する床面にカーペット等の敷物が敷かれている場
合であれば、カーペット等の敷物が、本発明の「スライドレール及びスライダの係合部分
によって可動台全体を床面から浮かせた状態で支持する」構成における「床面」に相当す
る。
【００１９】
　本発明に係るソファベッドでは、ソファ形態において相対的に内側に配置される内ケー
スを可動台に設定し、ソファ形態において内ケースの外側に配置される外ケースを固定台
に設定することも可能であるが、これまで着想されることのなかった斬新な設計思想とし
て、ソファ形態において相対的に内側に配置される内ケースを固定台に設定し、ソファ形
態において内ケースの外側に配置される外ケースを可動台に設定した構成を採用すること
もできる。
【００２０】
　なお、本発明に係るソファベッドは、固定台及び可動台を入れ子式に収めたソファ形態
時に、平面視において一方の台（例えば固定台）全体が他方の台（例えば可動台）によっ
て被覆されるように構成したものであってもよいし、ソファ形態時に、平面視において一
方の台の所定部分のみが他方の台によって被覆されるように構成したものであってもよい
。つまり、本発明に係るソファベッドは、ソファ形態時に、相対的に内側に配置される内
ケースが、相対的に外側に配置される外ケースによって全体または略全体を被覆されるよ
うに構成したものであってもよいし、ソファ形態時に、内ケースは、外ケースに被覆され
る部分と被覆されない部分とに区別されるように構成したものであっても構わない。前者
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の構成（ソファ形態時に内ケースが外ケースによって全体または略全体を被覆される構成
）であれば、ソファ形態時における内ケースと外ケースの関係にのみ着目すると、外ケー
スの上向き面のみがソファ形態時の座面になる。また、後者の構成（ソファ形態時に内ケ
ースが外ケースに被覆される部分と被覆されない部分に区別される構成）であれば、ソフ
ァ形態時における内ケースと外ケースの関係にのみ着目すると、外ケースの上向き面と、
内ケースのうち外ケースに被覆されていない上向き面がソファ形態時の座面になる。
【００２１】
　本発明に係るソファベッドでは、可動台の移動方向に沿った可動台及び固定台の各寸法
の大小関係として、固定台よりも可動台を大きく設定した構成、または可動台よりも固定
台を大きく設定した構成、これら何れの構成も採用することが可能である。特に、可動台
の移動方向に沿った可動台の寸法を、可動台の移動方向に沿った固定台の寸法よりも大き
く設定した構成において、ソファ形態とした時に相対的に外側に配置される外ケースを可
動台に設定した場合には、外ケースの内部空間を、移動方向に沿って、ソファ形態におい
て可動台を収容可能なメイン空間と、ソファ形態において固定台が収容されないサブ空間
とに仕切り、サブ空間を固定台以外の物品を収容可能な物品収容空間に設定した構成を採
用することができる。すなわち、ソファ形態において相対的に外側に配置される外ケース
は、その内部空間が、ソファ形態において相対的に内側に配置される内ケースを収容する
ための空間として機能するが、この外ケースを可動台として設定して、外ケースのうち移
動方向に沿った寸法を、同じ方向に沿った内ケース（固定台）の寸法よりも大きく設定す
れば、外ケースの内部空間に、内ケースを収容するための空間として機能するメイン空間
以外のサブ空間を確保することができ、サブ空間を寝具類等の物品を収容可能なスペース
として活用することができる。
【００２２】
　しかも、本発明に係るソファベッドでは、内ケースの内部空間を寝具類等の物品を収容
可能な物品収容空間に設定することも可能である。この場合、外ケースの内部空間を、メ
イン空間とサブ空間とに仕切り、サブ空間を物品収容空間に設定していれば、内ケースの
内部空間及び外ケースの内部空間を有効活用して寝具類等の物品を収容するスペースの拡
大化を図ることができる。
【００２３】
　加えて、本発明に係るソファベッドでは、可動台として、可動台の側面を規定する左右
一対の側板を備えたものを適用し、スライド機構を構成するスライダを、左右一対の側板
が相互に向かい合う幅方向においてこれら左右一対の側板で仕切られる領域に配置し、ス
ライダと共にスライド機構を構成するスライドレールを、スライダの配置箇所に応じた床
面上の所定領域に配置する構成を採用できる。
【００２４】
　このような構成であれば、可動台の側板よりも可動台の幅方向中央側の領域にスライダ
を配置することによって、幅方向においてスライダが可動台の側面よりも外側に配置され
る構成と比較して、スライダが外部から視認できないか、視認し難い構成になる。また、
このようなスライダの配置箇所に応じて床面上の所定領域に配置するスライドレールもま
た、可動台の側板よりも可動台の幅方向中央側の領域に配置することになり、幅方向にお
いてスライドレールが可動台の側面よりも外側に配置される構成と比較して、スライドレ
ールが外部から視認できないか、視認し難い構成になる。その結果、スライド機構全体が
、少なくとも平面視において可動台の側板よりも可動台の幅方向中央側の領域に配置され
ることになり、スライド機構全体が、少なくとも平面視において可動台の側板よりも幅方
向外側の領域に配置される構成と比較して、ソファベッド全体のデザイン性が格段に向上
する。
【００２５】
　また、本発明のソファベッドは、スライドレールを、ソファ形態において固定台のみに
よって覆われる位置、又は固定台及び可動台の両方によって覆われる位置に配置すること
で、デザイン性の向上を図るとともに、ソファ形態においてスライドレールが外部に露出
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している構成と比較してユーザの足等がスライドレールに引っ掛かる事態を回避すること
ができ、安全性の向上を図ることが可能である。
【００２６】
　さらに、本発明のソファベッドでは、可動台や固定台の内部空間に空気が籠もる事態を
解消して良好な通気性を確保するために、固定台及び可動台の各天板の全部または一部を
、簀の子状のユニット天板によって構成することも可能である。簀の子状のユニット天板
は、ユニットごと着脱可能なものであってもよいし、着脱不能なものであってもよい。ユ
ニット天板の数は限定されず、例えば、固定台や可動台として、それぞれ１つずつのユニ
ット天板を備えたものを適用したり、それぞれ複数ずつのユニット天板を備えたものを適
用したり、固定台又は可動台の一方の台は１つのユニット天板を備え、他方の台は複数の
ユニット天板を備えたものとすることも可能である。
【００２７】
　また、ソファ形態においてクッション性に優れた座面及び背凭れ面を形成するためには
、ソファ形態において座面を形成するマットレスと、ソファ形態において背凭れ面を形成
する背凭れマットとを備えたソファベッドにすることが好ましい。この場合、ベッド形態
においてマットレスが第１寝床面を形成し、可動台の移動方向に沿って背凭れマットをマ
ットレスに並べて配置した状態で、背凭れマットが第１寝床面に略面一な第２寝床面を形
成するように構成すれば、ソファ形態で使用するマットレス及び背凭れマットをベッド形
態でも用いてクッション性に優れた寝床面を形成することが可能である。さらに、ベッド
形態におけるマットレス及び背凭れマットの厚み寸法（ベッド形態における高さ方向に沿
った寸法）に差を設け、この厚み寸法差によって、ベッド形態における固定台の上向き面
と可動台の上向き面の段差を埋めるように構成すれば、専用の段差解消部材を用いること
なく、ベッド形態において必ず出現する固定台の上向き面と可動台の上向き面との段差を
解消して、第１寝床面及び第２寝床面によるフラットな寝床面を形成することができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明に係るソファベッドでは、ソファ形態時とベッド形態時とで固定台に対する位置
が変化する可動台を形態変形時に所定方向に移動させるスライド機構として、床面に設け
られ且つ可動台の移動方向に沿って延伸するスライドレールと、可動台に固定され且つス
ライドレールに係合した状態で当該スライドレールに沿ってスライド移動可能なスライダ
とを用いて構成したものを適用し、スライドレール及びスライダの係合部分によって可動
台全体を床面（カーペット等の敷物が敷かれた床面であればその敷物）から浮かせた状態
で支持するように構成しているため、可動台自体の荷重や、使用に伴って可動台に作用す
る荷重が、固定台に負荷として作用する事態を回避して、実際の使用に耐え得る高い耐荷
重性を確保することが可能であるとともに、固定台に対する可動台の移動軌跡や、可動台
の接地痕が床面に出現することを防止・抑制可能なソファベッドを提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の一実施形態に係るソファ形態時のソファベッドを模式的に示す側断面図
。
【図２】同実施形態におけるベッド形態時のソファベッドを模式的に示す側断面図。
【図３】図１のｘ－ｘ線断面に相当する図。
【図４】図２のｙ－ｙ線断面に相当する図。
【図５】同実施形態におけるソファ形態時の外ケースの平面図。
【図６】同実施形態におけるベッド形態時の内ケースの平面図。
【図７】図１から外ケース及びスライド機構を抽出して示す図。
【図８】同実施形態におけるソファ形態時のソファベッドの平面図からスライド機構及び
その周辺パーツを抽出して示す図。
【図９】同実施形態におけるベッド形態時のソファベッドを図８に対応させて示す図。
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【図１０】同実施形態に係るソファベッドを鉄道車両に配置した場合のレイアウト図。
【図１１】同実施形態に係るソファベッドの形態変形を模式的に示す平面図。
【図１２】同実施形態に係るソファベッドの一変形例を図１１に対応して示す図。
【図１３】同実施形態に係るソファベッドの一変形例を図１１に対応して示す図。
【図１４】同実施形態に係るソファベッドの一変形例を図１１に対応して示す図。
【図１５】同実施形態に係るソファベッドの一変形例を図１１に対応して示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。
【００３１】
　本実施形態に係るソファベッドＸは、図１に示すように、固定台１と可動台２を入れ子
式に収納したソファ形態（ａ）と、図２に示すように、可動台２をソファ形態（ａ）時よ
りも固定台１に対して所定の一方向（図示例では矢印Ａ方向）に所定距離分だけ移動させ
たベッド形態（ｂ）との間で変形させることが可能なものである。以下の説明では、可動
台２をソファ形態（ａ）時よりも固定台１に対して移動させる方向を「前方（図１,２中
の矢印Ａ方向）」とし、ベッド形態（ｂ）からソファ形態（ａ）に変形させる際の可動台
２の移動方向を「後方（図１,２中の矢印Ｂ方向）」とし、ソファ形態（ａ）からベッド
形態（ｂ）に変形する際や、ベッド形態（ｂ）からソファ形態（ａ）に変形する際（以下
、総称して「形態変形時」）に可動台２が固定台１に対して移動する方向（図１,２中の
矢印Ｄ方向）と一致する前後方向（奥行き方向）に対して、平面視において直交する方向
を「幅方向Ｗ」（図３参照）とする。
【００３２】
　本実施形態のソファベッドＸは、ソファ形態（ａ）において相対的に内側に配置される
内ケース３を固定台１として設定し、ソファ形態（ａ）において内ケース３の外側に配置
される外ケース４を可動台２として設定している。本実施形態のソファベッドＸは、外ケ
ース４を、その内部空間に内ケース３を収容可能な図１に示す位置（収容位置（ｃ））と
、収容位置（ｃ）から前方に所定距離引き出した図２に示す位置（引出位置（ｄ））との
間でスライド移動可能に構成している。そして、本実施形態のソファベッドＸは、外ケー
ス４を収容位置（ｃ）に位置付けることで、ソファとして使用可能なソファ形態（ａ）に
なり、外ケース４を引出位置（ｄ）に位置付けることで、ベッドとして使用可能なベッド
形態（ｂ）になる。
【００３３】
　本実施形態では、外ケース４の前後方向Ｄに沿った寸法（前後寸法、奥行き寸法）を、
内ケース３の前後寸法（奥行き寸法）よりも大きく設定している。本実施形態のソファベ
ッドＸでは、外ケース４の後端４ｂが内ケース３の後端３ｂと一致又はほぼ一致させた状
態をソファ形態（ａ）とし、外ケース４の後端４ｂが内ケース３の前端３ａと一致又はほ
ぼ一致させた状態をソファ形態（ａ）としている。したがって、ソファ形態（ａ）では、
内ケース３の全体または略全体を外ケース４が被覆する状態になり、内ケース３の上向き
面が外部に露出することはない。本実施形態では、ソファ形態（ａ）において、外ケース
４の上向き面に、外ケース４の平面サイズと同一または略同一の平面サイズに設定したマ
ットレスＭ１を載置することで、クッション性のある座面を形成している。
【００３４】
　さらに、本実施形態のソファベッドＸは、ソファ形態（ａ）において、マットレスＭ１
の上向き面のうち、背凭れ側となる所定領域（本実施形態では、マットレスＭ１のうち後
端側の所定領域）に背凭れマットＭ２を載置することで、クッション性のある背凭れ面を
形成している。背凭れマットＭ２は、例えば２つの背凭れマットブロックＭ２１を二段状
に折り重ねた状態で、鉛直方向に対して所定角度傾斜した傾斜面が現れる形態をなすもの
である。具体的には、展開すれば連続するフラットな上向き面を形成する２つの背凭れマ
ットブロックＭ２１を、所定角度の傾斜面によって仕切られた境界部分を中心にして二段
状に折り重ねることで、高さ方向に連続する傾斜した背凭れ面を形成することが可能な背
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凭れマットＭ２を適用している（図１参照）。
【００３５】
　この背凭れマットＭ２は、２つの背凭れマットブロックＭ２１の上向き面が相互に連続
してフラットな面を形成する展開状態（図２参照）において、その平面サイズが、内ケー
ス３の平面サイズと同一または略同一に設定されている。また、本実施形態で適用する背
凭れマットＭ２は、２つの背凭れマットブロックＭ２１それぞれの厚み寸法を、マットレ
スＭ１の厚み寸法よりも大きく設定している。具体的には、外ケース４の上向き面と内ケ
ース３の上向き面との高さ方向における寸法差と同一または略同一の寸法分だけ、２つの
背凭れマットブロックＭ２１それぞれの厚み寸法をマットレスＭ１の厚み寸法よりも大き
く設定している。これにより、外ケース４を引出位置（ｄ）に位置付けたベッド形態（ｂ
）において、マットレスＭ１を外ケース４の上向き面に載置し、２つの背凭れマットブロ
ックＭ２１によって連続するフラットな上向き面を形成した展開状態の背凭れマットＭ２
を内ケース３の上向き面に載置すると、図２に示すように、マットレスＭ１の上向き面と
、展開状態にある背凭れマットＭ２の上向き面とがフラット状に連続した面になり、外ケ
ース４及び内ケース３の上方に、クッション性のあるフラットな寝床面を形成することが
可能である。
【００３６】
　このように、本実施形態に係るソファベッドＸは、ソファ形態（ａ）において座面を形
成するマットレスＭ１と、ソファ形態（ａ）において背凭れ面を形成する背凭れマットＭ
１とを備え、ベッド形態（ｂ）においてマットレスＭ１が第１寝床面を形成し、可動台２
の移動方向Ｄに沿って背凭れマットＭ２をマットレスＭ１に並べて配置した状態で、背凭
れマットＭ２が第１寝床面に略面一な第２寝床面を形成するように構成しているため、ソ
ファ形態（ａ）で使用するマットレスＭ１及び背凭れマットＭ２をベッド形態（ｂ）でも
使用してクッション性に優れた寝床面を形成することが可能である。なお、本実施形態で
は、マットレスＭ１を可動台２（外ケース４）の上向き面に載置することで、ソファ形態
（ａ）における座面を形成することができるとともに、ベッド形態（ｂ）における第１寝
床面を形成することができる。また、ソファ形態（ａ）における座面を形成する背凭れマ
ットＭ２を、ベッド形態（ｂ）における可動台２（外ケース４）の上向き面に載置するこ
とで第２寝床面を形成することができる。
【００３７】
　特に、本実施形態では、ベッド形態に（ｂ）おけるマットレスＭ１及び背凭れマットＭ
２の厚み寸法（ベッド形態（ｂ）における高さ方向に沿った寸法）に差を設け、この厚み
寸法差によって、ベッド形態（ｂ）における固定台１の上向き面と可動台２の上向き面の
段差を解消するように構成しているため、専用の段差解消部材を用いずに、ベッド形態（
ｂ）で出現する固定台１の上向き面と可動台２の上向き面の段差を埋めることができ、第
１寝床面及び第２寝床面が可動台２の移動方向Ｄに並んで相互に連続するフラットな寝床
面を形成することが可能である。
【００３８】
　また、本実施形態のソファベッドＸでは、図１に示すように、ソファ形態（ａ）におい
て、背凭れマットＭ２の背凭れ面にクッション体Ｍ３を凭れ掛けるように配置することが
可能である。本実施形態では、クッション体Ｍ３として、それぞれ同じ厚み寸法に設定さ
れた複数枚（図示例では４枚）のクッションシートＭ３１を有し、これら複数枚のクッシ
ョンシートＭ３１を前後方向Ｄに並ぶように展開した状態（図２参照）から、クッション
シートＭ３１の枚数分だけ複数段状（図示例では４段状）に折り畳んだ状態（図１参照）
に変形可能なものを適用している。本実施形態では、展開した状態におけるクッション体
Ｍ３の平面サイズを、展開状態にある背凭れマットＭ２の上向き面と、マットレスＭ１の
上向き面とによって形成される前後方向Ｄに連続するフラットな寝床面全体を上方から被
覆可能なサイズに設定している（図２参照）。なお、本実施形態のソファベッドＸでは、
折り畳み状態にあるクッション体Ｍ３を図示しない袋状のクッションカバー内に収容して
覆うことにより、クッション体Ｍ３が折り畳み状態から不意に展開状態になる事態を防止
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することができる。
【００３９】
　さらにまた、本実施形態のソファベッドＸでは、図１に示すように、ソファ形態（ａ）
時に、折り畳み状態にあるクッション体Ｍ３の前面に第２クッション体Ｍ４を配置するこ
とができる。本実施形態では、第２クッション体Ｍ４としては円盤状をなし、円中心部分
において厚み方向に対向する位置に配置したボタンＭ４１同士を縫い合わせることで、円
中心部分を窪ませた形態のものを適用している。
【００４０】
　本実施形態のソファベッドＸは、上述のマットレスＭ１、背凭れマットＭ２、クッショ
ン体Ｍ３、第２クッション体Ｍ４を必須のパーツまたはオプションパーツとして備えると
ともに、外ケース４を内ケース３に対して前後方向Ｄにスライド移動させるスライド機構
５を備えている。そして、本実施形態のソファベッドＸは、外ケース４の上向面や内ケー
ス３の上向き面に、マットレスＭ１、背凭れマットＭ２、クッション体Ｍ３、及び第２ク
ッション体Ｍ４を載置していない状態で、スライド機構５により外ケース４を内ケース３
に対して前後移動させることで、ソファ形態（ａ）とベッド形態（ｂ）の間で変形させる
ことができる。
【００４１】
　ここで、外ケース４、内ケース３、及びスライド機構５は、本実施形態に係るソファベ
ッドＸの設置場所や使用状況に左右されることなく、欠くことのできない必須の構成要件
である。一方、マットレスＭ１、背凭れマットＭ２、クッション体Ｍ３、及び第２クッシ
ョン体Ｍ４の全部または一部は、座り心地や寝心地の良いクッション性に優れた座面や背
凭れ面、寝床面をユーザに提供するためのオプション部材として捉えることもできる。も
ちろん、マットレスＭ１、背凭れマットＭ２、クッション体Ｍ３、及び第２クッション体
Ｍ４の全部または一部（例えばマットレスＭ１と背凭れマットＭ２だけ）をソファベッド
Ｘの必須の構成要件として捉えることも可能である。
【００４２】
　外ケース４は、図１～図３（図３は、図１のｘ－ｘ線断面に相当する図である）に示す
ように、外ケース４の側面を規定する左右一対の側板４１と、外ケース４の前面４ａを規
定する前板４２と、外ケース４の上向き面を規定する天板４３とを備え、後方に開放され
た内部空間を有する略直方体状のものである。
【００４３】
　本実施形態のソファベッドＸでは、後方に開放されている外ケース４の内部空間を、図
１及び図２に示すように、ソファ形態（ａ）時に内ケース３が収容可能な空間（内ケース
収容空間４Ｓ１）として活用することができる。本実施形態のソファベッドＸは、外ケー
ス４の前後寸法を内ケース３の前後寸法よりも大きく設定し、外ケース４の内部空間を、
形態変形時の可動台２の移動方向Ｄ（前後方向Ｄ）に沿って、ソファ形態（ａ）において
可動台２を収容可能なメイン空間（内ケース収容空間４Ｓ１）と、ソファ形態（ａ）にお
いて固定台１が収容されないサブ空間とに仕切り、サブ空間を内ケース３以外の物品を収
容可能な物品収容空間４Ｓ２に設定している。すなわち、外ケース４の内部空間のうち、
相対的に後方側の空間を内ケース収容空間４Ｓ１として設定する一方、内ケース収容空間
４Ｓ１よりも前方に広がる所定の空間（サブ空間）を、例えば寝具類等の物品が収容可能
な物品収容空間４Ｓ２として設定している。
【００４４】
　物品収容空間４Ｓ２は、内ケース収容空間４Ｓ１から隔離された空間である。本実施形
態では、外ケース４の前板４２に対向する位置に設けた仕切り背板４４によって、内ケー
ス収容空間４Ｓ１と物品収容空間４Ｓ２とを前後方向Ｄに区画するように構成している。
また、内ケース収容空間４Ｓ１及び物品収容空間４Ｓ２は、仕切り背板４４と前板４２と
を連結する仕切り底板４５によって高さ方向に区画されている。本実施形態のソファベッ
ドＸでは、このような物品収容空間４Ｓ２に対して、ユーザ（ソファ形態（ａ）やベッド
形態（ｂ）にあるソファベッドＸを使用する人はもちろんのこと、ソファベッドＸをソフ
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ァ形態（ａ）からベッド形態（ｂ）に変形させたり、ベッド形態（ｂ）からソファ形態（
ａ）に変形させる作業に従事する人も含む）がアクセス可能な状態と、ユーザがアクセス
不能な状態との間で切替可能に設定している。
【００４５】
　特に、本実施形態では、図４（同図は、図２のｙ－ｙ線断面に相当する図である）に示
すように、外ケース４の左右一対の側板４１にそれぞれ所定隙間を介して対向するように
左右一対の仕切り側板４６を配置し、上述の前板４２と、仕切り背板４４と、仕切り底板
４５と、左右一対の仕切り側板４６とを相互に組み付けて箱状の抽斗部４７を構成し、こ
の抽斗部４７の内部空間を物品収容空間４Ｓ２として利用可能に構成している。したがっ
て、外ケース４の物品収容空間４Ｓ２は、前板４２及び仕切り背板４４によって前後寸法
が規定され、左右一対の仕切り側板４６によって幅寸法が規定され、仕切り底板４５によ
って深さが規定される空間である。本実施形態では、仕切り底板４５を、外ケース４の側
板４１の下端よりも所定寸法分だけ上方の位置に配置し、物品収容空間４Ｓ２を内ケース
収容空間４Ｓ１よりも浅い空間に設定している。また、左右一対の仕切り側板４６及び仕
切り背板４４の上端は、外ケース４の天板４３よりも低い位置に位置付けられている。こ
れにより、抽斗部４７を構成する一対の仕切り側板４６及び仕切り背板４４が天板４３と
接触する事態を回避することができる。なお、以下の説明では、外ケース４のうち、抽斗
部４７を構成しないパーツ（左右一対の側板４１及び天板４３）からなる構造体を「外ケ
ース本体」とする。
【００４６】
　本実施形態のソファベッドＸでは、抽斗部４７を外ケース本体よりも前方に引き出すこ
とで、抽斗部４７の内部空間、つまり物品収容空間４Ｓ２が上方に向かって開放された空
間になり、ユーザはこの物品収容空間４Ｓ２にアクセスすることができる。本実施形態で
は、前板４２のうち例えば幅方向Ｗ中央部の下端部に抽斗用引手４８を形成し（図１及び
図２参照）、抽斗用引手４８に手指を引っ掛けて手前に引き出す操作力を付与することで
、抽斗部４７を外ケース本体よりも前方に引き出すことができるように構成している。
【００４７】
　本実施形態のソファベッドＸは、側板４１と仕切り側板４６の間に、抽斗用スライドレ
ール機構４９を設けている（図４参照）。本実施形態では、抽斗用スライドレール機構４
９として、アウターレールと、このアウターレールにスライド自在に嵌合している中間レ
ールと、この中間レールにスライド自在に嵌合するインナーレールとを備えた三段引きの
スライドレール機構を適用している。そして、アウターレールを側板４１に固定するとと
もに、インナーレールを仕切り側板４６に固定することで、抽斗部４７を、図１及び図２
において実線で示す標準位置（ｅ）と、標準位置（ｅ）よりも前方に引き出した図１及び
図２において想像線で示す開放位置（ｆ）との間でスライド移動可能に構成している。抽
斗部４７を開放位置（ｆ）に位置付けた場合、抽斗部４７の内部空間４Ｓ２は上方に全開
放される。なお、図１及び図２では抽斗用スライドレール機構４９の配置領域を想像線で
模式的に示している。
【００４８】
　本実施形態のソファベッドＸでは、抽斗部４７を標準位置（ｅ）に位置付けると、ユー
ザは物品収容空間４Ｓ２にアクセスすることができない状態になる。なお、抽斗用スライ
ドレール機構４９は、抽斗部４７を標準位置（ｅ）から開放位置（ｆ）へ移動させた際に
、抽斗部４７が開放位置（ｆ）よりも前方へ移動することを規制する抽斗ストッパや、抽
斗部４７を開放位置（ｆ）から標準位置（ｅ）へ移動させた際に、抽斗部４７が標準位置
（ｅ）よりも後方へ移動することを規制する抽斗ストッパを適宜の箇所に設けている。
【００４９】
　本実施形態では、図５（同図は、ソファ形態（ａ）時における外ケース４の平面図であ
る）に示すように、外ケース４の天板４３を、左右一対の側板４１の上端部のうち前端部
同士、前後方向Ｄにおける中央部同士、及び後端部同士をそれぞれ接続する幅方向Ｗに長
尺な複数の第１天板要素４３１と、第１天板要素４３１同士の間において前後方向Ｄに所
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定の隙間を隔てて簀の子状に配置した幅方向Ｗに長尺な複数の第２天板要素４３２とを用
いて構成している。具体的には、複数の第２天板要素４３２を、外ケース４のうち左右一
対の側板４１、及び前後方向Ｄに隣り合う第１天板要素４３１によって仕切られる平面視
矩形状の上方開口部に嵌合可能な枠材４３３に固定してユニット化し、このユニット天板
４３Ｕ（複数の第２天板要素４３２と枠材４３３をユニット化したもの）を、外ケース４
の上方開口部に配置している。ユニット天板４３Ｕは、左右一対の側板４１の内向き面に
固定した前後方向Ｄに長尺の載置部４１１に載置した状態で支持される。また、本実施形
態のソファベッドＸでは、載置部４１１に載置したユニット天板４３Ｕの上向き面が、前
板４２の上向き面、第１天板要素４３１の上向き面、及び側板４１の上向き面と同一高さ
位置になるように設定している（図２及び図４参照）。載置部４１１に載置した状態で支
持されているユニット天板４３Ｕは、特別な工具を用いることなく手作業によって、載置
部４１１から取り外したり、載置部４１１に載置し直すことができる。
【００５０】
　内ケース３は、図１～図３に示すように、外ケース４の内ケース収容空間４Ｓ１に収容
可能なサイズに設定されたものであり、内ケース３の側面を規定する左右一対の側板３１
と、側板３１の前端同士を接続する位置に配置され且つ内ケース３の前面を規定する前板
３２と、内ケース３の上向き面を規定する天板３３と、側板３１の後端同士を接続する位
置に配置され且つ内ケース３の背面を規定する背板３４と、内ケース３の底面を規定する
底板３５とを備えた略直方体状のものである。これら、左右一対の側板３１、前板３２、
天板３３、背板３４、及び底板３５に囲まれた内ケース３の内部空間を、例えば寝具類等
の物品が収容可能な物品収容空間３Ｓに設定している。
【００５１】
　本実施形態では、図６（同図は、ベッド形態（ｂ）時における内ケース３の平面図であ
り、外ケース４と、後述する第１チャネル材Ｃ１及び第２チャネル材Ｃ２を想像線で示す
図である）に示すように、内ケース３の天板３３を、ソファベッドＸの幅方向Ｗに長尺の
天板要素３３１（桟木）を前後方向Ｄに所定の隙間を空けて配置した簀の子状のユニット
天板３３Ｕによって構成している。具体的に、本実施形態のソファベッドＸは、複数の天
板要素３３１を、内ケース３のうち左右一対の側板３１、前板３２及び背板３４によって
仕切られる平面視矩形状の上方開口部に嵌合可能な枠材３３３に固定してユニット化し、
このユニット天板３３Ｕ（複数の天板要素３３１と枠材３３３をユニット化したもの）を
、内ケース３の上方開口部に配置している。本実施形態の内ケース３は、左右一対の側板
３１の内向き面、前板３２の後向き面、及び背板３４の前向き面、これら各面の上端、す
なわち上方開口部の開口縁近傍に、載置部３６を固定し、この載置部３６にユニット天板
３３Ｕを載置した状態で支持している（図１及び図２参照）。また、本実施形態のソファ
ベッドＸでは、載置部３６に載置したユニット天板３３Ｕの上向き面が、前板３２の上向
き面、側板３１の上向き面、背板３４の上向き面と同一高さ位置になるように設定してい
る。
【００５２】
　本実施形態のソファベッドＸは、外ケース４を引出位置（ｄ）に位置付けた場合に、外
ケース４の天板４３及び内ケース３の天板３３に上述のマットレスＭ１が敷かれていなけ
れば、内ケース３のうち天板３３（ユニット天板３３Ｕ）の上向き面全体を視認可能な状
態になる（図２及び図６参照）。そして、露出している天板３３（ユニット天板３３Ｕ）
を載置部３６から取り外すと、内ケース３の物品収容空間３Ｓは、上方開口部を通じて上
方に全開放された空間になり、ユーザが物品収容空間３Ｓにアクセス可能な状態になる。
また、天板３３（ユニット天板３３Ｕ）を載置部３６に載置した状態では、内ケース３の
物品収容空間３Ｓのうち上方開口部を通じて上方に開放される領域が、天板３３（ユニッ
ト天板３３Ｕ）を載置部３６から取り外した状態と比較して大幅に制限され、ユーザが物
品収容空間３Ｓにアクセスできないか、アクセスし難い状態（以下、「アクセス不能状態
」）になる。なお、載置部３６に載置した状態で支持されているユニット天板３３Ｕは、
特別な工具を用いることなく手作業によって、載置部３６から取り外したり、載置部３６
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に載置し直すことができる。
【００５３】
　このように本実施形態のソファベッドＸでは、内ケース３の物品収容空間３Ｓをアクセ
ス可能状態とアクセス不能状態の間で切替可能に設定している。ここで、内ケース３のう
ち、天板３３（ユニット天板３３Ｕ）を除くパーツ（左右一対の側板３１、前板３２、背
板３４）からなる構造体を「内ケース本体」とすると、天板３３（ユニット天板３３Ｕ）
の一部（例えば後端部）を内ケース本体に対して水平軸回りに回動可能に構成し、天板３
３（ユニット天板３３Ｕ）を水平姿勢にすることでアクセス不能状態になり、天板３３（
ユニット天板３３Ｕ）を水平軸回りに水平姿勢から起立する方向に所定角度回転させるこ
とでアクセス可能状態になるように構成することも可能である。
【００５４】
　本実施形態の内ケース３は、図３に示すように、底板３５のうち左右両端部及びその近
傍部分の高さ位置を底板３５の幅方向Ｗ中央部分よりも高く設定している。ここで、底板
３５のうち左右両端部及びその近傍部分を上段部３５１とし、底板３５の幅方向Ｗ中央部
分を下段部３５２とすると、本実施形態の内ケース３は、幅方向Ｗ中央部を左右両サイド
よりも深く設定した二段状の底板３５を有するものである。
【００５５】
　本実施形態のソファベッドＸは、内ケース３のうち下段部３５２を床面Ｆに固定してい
る。具体的には、床面Ｆに固定した前後方向Ｄに延伸する第１チャネル材Ｃ１に、内ケー
ス３のうち下段部３５２を載置した状態で、適宜の固定具を用いて（例えば内ケース３の
物品収容空間３Ｓ側から挿入したボルトＫ１を、第１チャネル材Ｃ１に設けたナットに螺
合させることで）内ケース３を床面Ｆに固定している。また、上段部３５１の下方に広が
る空間（物品収容空間３Ｓから隔離している空間）には、スライド機構５のスライドレー
ル５１を配置している（図３参照）。
【００５６】
　スライドレール５１は、図７乃至図９（同７はソファ形態（ａ）時を示す図１から外ケ
ース４及びスライド機構５を抽出して示す図であり、図８はソファ形態（ａ）時のソファ
ベッドＸの平面図からスライド機構５及びその周辺パーツを抽出して示す模式図であり、
図９は、ベッド形態（ｂ）時の図８対応図である）に示すように、長手方向を前後方向Ｄ
に一致させた姿勢で床面Ｆに固定されたものである。なお、図８のみ、スライドレール５
１にパターンを付している。本実施形態では、床面Ｆに固定した前後方向Ｄに延伸する第
２チャネル材Ｃ２に、スライドレール５１を載置した状態で、適宜の固定具を用いて（例
えばスライドレール５１の上方から挿入したボルトＫ２を、第２チャネル材Ｃ２に設けた
ナットに螺合させることで）スライドレール５１を床面Ｆに固定している（図３、図４及
び図７参照）。本実施形態では、スライドレール５１として、高さ方向中央部分に、幅寸
法が上端部や下端部の幅寸法よりも小さい幅狭部（くびれ）を有し、この幅狭部を高さ方
向に挟む位置に上鍔部及び下鍔部が形成されたレールを適用している（図３参照）。スラ
イドレール５１は、床面Ｆ上において、内ケース３の後端３ｂと同じ位置又は略同じ位置
から、内ケース３の前端３ａよりも前方であって且つ収容位置（ｃ）に位置付けた外ケー
ス４の前端４ａよりも後方である所定の位置に亘って配置されている（図１及び図７参照
）。なお、図７では、抽斗部４７を構成する仕切り背板４４、仕切り底板４５、及び左右
一対の仕切り側板４６を省略している。
【００５７】
　本実施形態のソファベッドＸは、スライド機構５として、上述のスライドレール５１と
、スライドレール５１に沿ってスライド可能なスライダ５２とを用いて構成したものを適
用している。
【００５８】
　スライダ５２は、図３、図４、図７及び図８に示すように、可動台２である外ケース４
に固定したものである。本実施形態では、スライドレール５１の上鍔部及び幅狭部を上方
から被覆し、且つスライドレール５１を幅方向Ｗから挟み込む姿勢でスライドレール５１
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に係合可能なスライダ５２を適用している。スライダ５２は、スライドレール５１に対す
る係合状態を維持したまま、スライドレール５１に沿って移動自在に設けられている。特
に、本実施形態では、スライドレール５１とスライダ５２が相互に向かい合う所定スペー
スに、スライドレール５１の延伸方向に沿ってボールが転動可能なボール送り溝を形成し
、ボール送り溝に沿って転動する多数のボールの列（ボール列）が、スライダ５２の前端
部及び後端部に設けた図示しない循環路を通じて複数列（例えば４列）のボール送り溝を
循環するように構成している。そして、スライダ５２に作用する例えばラジアル方向・逆
ラジアル方向・横方向の４方向に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が、ボール送
り溝に対して接触角４５度で配置することで、一定の低い摩擦係数を維持しながら４方向
の剛性を高めることができ、高精度で安定した直線運動を得ることが可能である。なお、
転動方向において隣り合うボール同士の間に、ボール同士を所定ピッチで保持可能なリテ
ーナを介在させることも可能である。
【００５９】
　本実施形態では、このようなスライダ５２を、外ケース４の左右一対の側板４１にそれ
ぞれ設けたブラケット５３に取り付けている（図３、図４、図７及び図８参照）。ブラケ
ット５３は、側板４１の内向き面において、外ケース４の後端４ｂと同じ位置又は外ケー
ス４の後端４ｂよりも所定寸法分だけ前方の位置から、外ケース４の前端４ａよりも所定
寸法分だけ後方の位置に亘る領域に配置されている。本実施形態では、側板４１の内向き
面における下端領域に接触している起立壁５３１と、起立壁５３１の下端から外ケース４
の幅方向Ｗ中央に向かって突出する水平壁５３２とを備えた断面Ｌ字状のブラケットを適
用している（図２及び図３参照）。ブラケット５３は、起立壁５３１を側板４１の内向き
面に接触させた状態で適宜の固定具により側板４１に固定することができる。また、ブラ
ケット５３を側板４１に固定した状態で水平壁５３２の突出端（水平壁５３２のうち外ケ
ース４の幅方向Ｗ中央側の端部）が、内ケース３の底板３５に接触しないように設定して
いる。ブラケット５３は、水平壁５３２にスライダ５２を吊り下げた姿勢で支持している
。なお、ブラケット５３に支持されたスライダ５２は、ブラケット５３に対して移動不能
な状態にある。
【００６０】
　本実施形態のソファベッドＸは、左右一対のブラケット５３に、それぞれ複数のスライ
ダ５２を取り付けている。具体的には、図７及び図８に示すように、各ブラケット５３に
２つのスライダ５２（相対的に前方側のスライダ５２を「第１スライダ５２（Ｆ）」とし
、相対的に後方側のスライダ５２を「第２スライダ５２（Ｓ）」とする）を取り付けてい
る。本実施形態では、ブラケット５３の後端と同じ位置またはブラケット５３の後端より
も所定寸法分だけ前方の位置に第２スライダ５２（Ｓ）を取り付け、第２スライダ５２（
Ｓ）の取付位置から所定寸法分だけ前方の位置に第１スライダ５２（Ｆ）を取り付けてい
る。第２スライダ５２（Ｓ）の後端から第１スライダ５２（Ｆ）の前端までの距離（スラ
イダ間距離）は、適宜の値に設定することができる。
【００６１】
　また、本実施形態のソファベッドＸは、左右一対のブラケット５３同士を連結する連結
部５４を備えている（図４及び図８参照）。連結部５４は、ソファベッドＸの幅方向Ｗに
沿って長尺な筒状部材であり、両側端部をそれぞれブラケット５３の起立壁５３１に溶接
等の連結処理によって固定したものである。すなわち、左右一対のブラケット５３同士を
連結部５４によって連結することで、ブラケット５３同士の相対位置を固定している。本
実施形態のソファベッドＸでは、左右一対のブラケット５３同士を連結部５４で一体的に
連結してユニット化し、このユニット化した構造物を、外ケース４の側板４１同士の間に
介在させることによって、底板を備えていない外ケース４であっても高い剛性を確保する
ことが可能である。本実施形態では、連結部５４を、ブラケット５３の前端部と、ブラケ
ット５３の前端から所定寸法後方に離間した部分にそれぞれ配置している（図８参照）。
なお、本実施形態のソファベッドＸでは、図８に示すように、連結部５４の配置箇所を、
外ケース４に固定したブラケット５３のうち、外ケース４を収容位置（ｃ）に位置付けた
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際に内ケース３の前端３ａよりも前方の領域に設定し、連結部５４及び内ケース３が相互
に接触する事態を回避できるように設定している。
【００６２】
　本実施形態のソファベッドＸは、左右一対のブラケット５３にそれぞれ複数取り付けた
スライダ５２をスライドレール５１に載置した状態で係合させている。つまり、本実施形
態のソファベッドＸは、各ブラケット５３に取り付けた複数のスライダ５２（第１スライ
ダ５２（Ｆ）、第２スライダ５２（Ｓ））をスライドレール５１に係合させて、各スライ
ドレール５１上において、スライダ５２同士（第１スライダ５２（Ｆ）、第２スライダ５
２（Ｓ））の離間距離を維持したまま各スライダ５２（第１スライダ５２（Ｆ）、第２ス
ライダ５２（Ｓ））を前後方向Ｄに移動自在に構成している。
【００６３】
　そして、本実施形態に係るソファベッドＸは、図３及び図４に示すように、外ケース４
の底面（本実施形態では側板４１の下向き面、前板４２の下向き面が外ケース４の底面に
相当する）が床面Ｆに接触するよりも優先してスライダ５２とスライドレール５１を相互
に接触させて、スライドレール５１とスライダ５２の係合部分によって可動台２である外
ケース４を床面Ｆから浮かせた状態で支持するように構成している。具体的に、本実施形
態に係るソファベッドＸは、第２チャネル材Ｃ２を介して床面Ｆに固定したスライドレー
ル５１ごとに、複数のスライダ５２（第１スライダ５２（Ｆ）、第２スライダ５２（Ｓ）
）を前後方向Ｄに所定距離離間させて配置し、これら各スライダ５２（第１スライダ５２
（Ｆ）、第２スライダ５２（Ｓ））がスライドレール５１に係合している係合部分によっ
て、外ケース４自体の荷重や、外ケース４に作用する荷重（外ケース４上に敷かれたマッ
トレスＭ１等の寝具類の重さ、外ケース４上に着座したり、横臥するユーザの体重等）を
支持する構成を採用している。
【００６４】
　このように、本実施形態のソファベッドＸでは、スライド機構５を構成するスライダ５
２を、外ケース４が備える左右一対の側板４１が相互に向かい合う幅方向Ｗにおいてこれ
ら左右一対の側板４１で仕切られる領域に配置し、スライダ５２と共にスライド機構５を
構成するスライドレール５１を、スライダ５２の配置箇所に応じて床面Ｆ上の所定領域に
配置している（図３及び図４参照）。
【００６５】
　なお、本実施形態では、床面Ｆのうち、少なくとも左右一対の第２チャネル材Ｃ２が配
置される箇所を除く領域には、カーペットＲが敷かれている。このカーペットＲを、ソフ
ァベッドＸが設置される「床面」であると捉えると、本実施形態のソファベッドＸでは、
外ケース４の底面が床面であるカーペットＲに接触しないようにすべく、外ケース４の底
面がカーペットＲに接触するよりも優先してスライダ５２とスライドレール５１を相互に
接触させて、スライドレール５１とスライダ５２の係合部分によって可動台２である外ケ
ース４をカーペットＲから浮かせた状態で支持するように構成している。なお、本実施形
態では、床面Ｆのうち、ソファベッドＸの幅方向Ｗにおいて左右一対の第２チャネル材Ｃ
２によって挟まれる領域全体にもカーペットＲが敷かれていない（図３及び図４参照）。
当該領域は、外部から視認できないか、極めて視認し難い領域である。これにより、カー
ペットＲの使用量低減を図ることができ、ソファベッドＸの幅方向Ｗにおいて左右一対の
第２チャネル材Ｃ２によって挟まれる領域全体にもカーペットＲを敷く態様と比較して、
適用するカーペットが高価であるほどコストの削減率も大きくなる。
【００６６】
　以上の構成を有する本実施形態に係るソファベッドＸは、スライド機構５によって可動
台２である外ケース４を、固定台１である内ケース３に対して、図１に示す収容位置（ｃ
）と、図２に示す引出位置（ｄ）との間でスライド移動させることが可能である。ここで
、収容位置（ｃ）は、外ケース４の内部空間（内ケース収容空間４Ｓ１）に内ケース３全
体を収容する位置であり、引出位置（ｄ）は、収容位置（ｃ）にある外ケース４を前方に
引き出した位置であって、且つ内ケース３が外ケース４の内部空間（内ケース収容空間４
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Ｓ１）に収容されずに露出する位置である。
【００６７】
　本実施形態のソファベッドＸでは、外ケース４の後端４ｂが内ケース３の後端３ｂに一
致または略一致する位置を収容位置（ｃ）に設定している。なお、外ケース４の後端４ｂ
が内ケース３の後端３ｂよりも後方となる位置を収容位置（ｃ）に設定することも可能で
ある。また、本実施形態のソファベッドＸでは、内ケース３の全部または略全部が外ケー
ス４の内部空間（内ケース収容空間４Ｓ１）に収容されずに露出する位置を引出位置（ｄ
）に設定している。なお、内ケース３のうち前端側の所定領域が外ケース４の内部空間（
内ケース収容空間４Ｓ１）に収容されずに露出する位置を引出位置（ｄ）に設定すること
も可能である。
【００６８】
　そして、本実施形態のソファベッドＸは、外ケース４を収容位置（ｃ）に位置付けるこ
とでソファとして使用可能なソファ形態（ａ）になり、外ケース４を引出位置（ｄ）に位
置付けることでベッドとして使用可能なベッド形態（ｂ）になる。また、本実施形態のソ
ファベッドＸは、可動台２である外ケース４を、収容位置（ｃ）と引出位置（ｄ）の間に
おけるスライド移動時を含めて常時床面Ｆ（カーペットＲ）から浮いた状態に維持するよ
うに構成している。
【００６９】
　本実施形態のソファベッドＸは、外ケース４をソファ形態（ａ）時の位置（収容位置（
ｃ））に固定する第１ロック手段６と、外ケース４をベッド形態（ｂ）時の位置（引出位
置（ｄ））に固定する第２ロック手段７とを備えている。
【００７０】
　第１ロック手段６は、図１、図３、図５及び図７に示すように、外ケース４に設けたロ
ックピン６１と、内ケース３に形成され且つ外ケース４を収容位置（ｃ）に位置付けた際
にロックピン６１が挿入可能なピン挿入孔とを用いて構成したものである。ロックピン６
１は、図７に示すように、軸状のロックピン本体６１１と、ロックピン本体６１１を高さ
方向に昇降移動可能に保持するピンホルダ６１２とを備えている。このロックピン６１は
、ロックピン本体６１１の上端部を上方から押圧する操作によって、ロックピン本体６１
１の下端部分が第１ピン挿入孔に挿入可能なロック位置になり、ピンホルダ６１２に設け
た解除ボタン６１３を押圧する操作によって、ロックピン本体６１１の下端部分が第１ピ
ン挿入孔から抜け外れるロック解除位置になる。本実施形態では、このようなロックピン
６１を、外ケース４の天板４３の後端近傍に設けている（図１、図５、図７参照）。なお
、少なくともロックピン本体６１１をロック位置に位置付けた状態において、ロックピン
６１の上端が天板４３の上向き面よりも低い高さ位置になるように設定している。また、
天板４３のうちロックピン６１を設けた周囲には、ピンホルダ６１２に設けた解除ボタン
６１３及びロックピン本体６１１の上端部に対するユーザのアクセスを許容する開口部４
３５を形成している（図５参照）。
【００７１】
　第１ロック手段６の第１ピン挿入孔は、内ケース３の天板４３の後端近傍に形成された
ものである。本実施形態では、内ケース３のうち天板４３の後端近傍に、厚み方向に貫通
し且つロックピン本体６１１の下端部分が挿通可能な貫通孔６２が形成されたプレート状
のピン受け６３を設け、ロックピン６１をロック位置に位置付けた場合に、ロックピン本
体６１１の下端部分が貫通孔を通過して第１ピン挿入孔に到達するように構成している。
【００７２】
　また、第２ロック手段７は、図２、図３及び図６に示すように、上述のロックピン６１
と、内ケース３に形成され且つ外ケース４を引出位置（ｄ）に位置付けた際にロックピン
６１が挿入可能な第２ピン挿入孔とを用いて構成したものである。第２ロック手段７の第
２ピン挿入孔は、内ケース３の天板３３の前端近傍に形成されたものである。本実施形態
では、内ケース３のうち天板３３の前端近傍に、厚み方向に貫通し且つロックピン本体６
１１の下端部分が挿通可能な貫通孔７２が形成されたプレート状のピン受け７３を設け、
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ロックピン６１をロック位置に位置付けた場合に、ロックピン本体６１１の下端部分が貫
通孔７２を通過してピン挿入孔に到達するように構成している。本実施形態では、内ケー
ス３の前板３２の前向き面に、ピン挿入孔７２を形成したストッパブロック７４を設けて
いる（図２参照）。
【００７３】
　このように、本実施形態のソファベッドＸは、第１ロック手段６及び第２ロック手段７
を共通のロックピン６１を用いて構成している。
【００７４】
　次に、以上の構成を有するソファベッドＸについて、ソファ形態（ａ）からベッド形態
（ｂ）に変形させる方法、またベッド形態（ｂ）からソファ形態（ａ）に変形させる方法
を中心に使用方法及び作用効果を説明する。
【００７５】
　本実施形態に係るソファベッドＸは、図１０に示すように、例えば鉄道車両Ｔにおいて
客室（スイートルーム）の所定スペースに設置可能なものである。このようなスイートル
ームでは、鉄道車両Ｔ内の限られたスペースに寝室やシャワー室、トイレ等を配置する必
要があることから、室内の床面Ｆ上におけるソファベッドＸの設置箇所及びソファベッド
Ｘの設置占有面積も高度なレイアウト設計のもとで制約を受けることになる。
【００７６】
　以下では、ソファベッドＸの後端が客室同士を仕切る壁Ｔａに接触または近接する位置
にソファベッドＸを設置した場合について説明する。本実施形態に係るソファベッドＸは
、床面Ｆに予め固定された第１チャネル材Ｃ１及び第２チャネル材Ｃ２をベースにして床
面Ｆ上に設置することができる。すなわち、本実施形態のソファベッドＸは、スライドレ
ール５１を第２チャネル材Ｃ２に載置した状態で、スライドレール５１を第２チャネル材
Ｃ２に固定しているとともに、内ケース３の底板３５のうち下段部３５２を第１チャネル
材Ｃ１に載置した状態で、内ケース３を第１チャネル材Ｃ１に固定している（図３参照）
。この構成は、鉄道車両Ｔの走行時の揺れに対してソファベッドＸの安定設置を実現する
ためのものである。
【００７７】
　本実施形態に係るソファベッドＸの前後寸法は、ソファ形態（ａ）時よりもベッド形態
（ｂ）時の方が長くなり、床面Ｆ上におけるソファベッドＸの占有面積も同様に、ソファ
形態（ａ）時よりもベッド形態（ｂ）時の方が広くなる。したがって、鉄道車両Ｔの客室
内という限られたスペースにソファベッドＸを設置した場合、ベッドとして利用する時間
帯以外は、ソファ形態（ａ）にしていることが好ましい。なお、図１０には、ソファ形態
（ａ）のソファベッドＸと、ベッド形態（ｂ）のソファベッドＸを並べて模式的に示して
いる。
【００７８】
　本実施形態のソファベッドＸは、外ケース４を収容位置（ｃ）に位置付けることでソフ
ァ形態（ａ）になる（図１参照）。本実施形態では、外ケース４を収容位置（ｃ）に位置
付けた状態で、ロックピン６１をロック位置にすることにより、ロックピン６１が第１ロ
ック手段６のピン挿入孔に入り込み、第１ロック手段６により外ケース４を移動不能なロ
ック状態にすることができる。
【００７９】
　ソファ形態（ａ）では、内ケース３の略全体を外ケース４で被覆した状態になり、外ケ
ース４の天板４３上にマットレスＭ１を載置し、マットレスＭ１上に、２つの背凭れマッ
トブロックＭ２１を二段状に折り重ねた背凭れマットＭ２を載置することで、客室利用者
（乗客）は、高さ方向に連続する傾斜した背凭れマットＭ２の背凭れ面に凭れ掛かった姿
勢でマットレスＭ１上に座ることができる（図２参照）。より一層の良好な凭れ心地を提
供すべく、本実施形態のソファベッドＸでは、背凭れマットＭ２の背凭れ面に、複数枚の
クッションシートＭ３１を複数段状に折り畳んだクッション体Ｍ３を凭れ掛けるように配
置したり、さらには、クッション体Ｍ３の前面に第２クッション体Ｍ４を配置することが
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できる。なお、本実施形態のソファベッドＸは、マットレスＭ１の後端（背面）や、２つ
の背凭れマットブロックＭ２１を二段状に折り重ねた背凭れマットＭ２の後端（背面）を
、ソファベッドＸの後端が接触又は近接する仕切り壁Ｔａに接触させることで、マットレ
スＭ１及び背凭れマットＭ２を外ケース４に対して適切な位置（正規位置）に配置するこ
とができる（図１参照）。
【００８０】
　本実施形態に係るソファベッドＸを、ソファ形態（ａ）からベッド形態（ｂ）に変形す
るには、先ず、外ケース４に載置しているマットレスＭ１等を外ケース４上から適宜の退
避スペースに一旦退避させて、外ケース４の天板４３全体を露出させる。次いで、第１ロ
ック手段６のロックピン６１をロック位置からロック解除位置に移動させる。この処理は
、例えば客室における乗客への接客サービスに従事する乗務員（客室乗務員）等、ソファ
ベッドＸをソファ形態（ａ）からベッド形態（ｂ）に変形させたり、ベッド形態（ｂ）か
らソファ形態（ａ）に変形させる作業に従事する人（作業従事者）が、外ケース４の天板
４３のうちロックピン６１を設けた周囲に形成された開口部開口部４３５を通じて、ピン
ホルダ６１２に設けた解除ボタン６１３にアクセスして、解除ボタン６１３を押圧する操
作によって行うことができる。
【００８１】
　このような操作を経て、第１ロック手段６による外ケース４のロック状態を解除すると
、外ケース４は、スライド機構５によって前方にスライド移動可能な状態になる。本実施
形態のソファベッドＸは、図１及び図５に示すように、収容位置（ｃ）にある外ケース４
を前方へ引き出す際に操作者が把持可能な引き手８（掘込引手）を備えている。本実施形
態では、天板４３の前端近傍における幅方向Ｗ中央部分に引き手８（掘込引手）を形成し
ている。したがって、作業従事者が、例えばソファ形態（ａ）にあるソファベッドＸの前
方から引き手８（掘込引手）に手を差し込み、そのまま手前へ引く操作力を付与すること
で、外ケース４全体を前方に移動させることができる。すなわち、作業従事者が外ケース
４を手前へ引く操作力を付与すると、ブラケット５３を介して外ケース４に付帯させてい
るスライダ５２が、床面Ｆに固定したスライドレール５１に沿って前方へ移動し、その結
果、ブラケット５３を介してスライダ５２を取り付けている外ケース４も前方へ移動する
（図２及び図９参照）。
【００８２】
　本実施形態に係るソファベッドＸは、図２及び図９に示すように、収容位置（ｃ）にあ
る外ケース４を前方へ所定距離引き出した時点で、スライダ５２のそれ以上前方への移動
を規制する前側ストッパ９１を備えている。本実施形態では、スライドレール５１の前端
に前側ストッパ９１を配置している。前側ストッパ９１は、図７に示すように、スライド
レール５１の上向き面よりも上方に突出する部分（突出部）を備え、各ブラケット５３に
付帯させた複数のスライダ５２（第１スライダ５２（Ｆ）、第２スライダ５２（Ｓ））の
うち、最前のスライダ５２（第１スライダ５２（Ｆ））が突出部に接触することで、スラ
イダ５２のそれ以上前方への移動を規制するものである。本実施形態では、前側ストッパ
９１を、左右一対のブラケット５３の前端に連続する位置に配置した桟木（前側桟木）に
よって構成している。前側桟木は、左右一対の第２チャネル材Ｃ２の前端同士を跨ぐ位置
に配置され、固定具を用いて第２チャネル材Ｃ２及び第１チャネル材Ｃ１に固定されてい
る（図８及び図９参照）。
【００８３】
　本実施形態に係るソファベッドＸは、前側ストッパ９１によってスライダ５２の前方へ
の移動が規制された状態における外ケース４の位置を「引出位置（ｄ）」に設定し、外ケ
ース４を引出位置（ｄ）に位置付けることでベッド形態（ｂ）にすることができる。本実
施形態では、外ケース４を引出位置（ｄ）に位置付けた状態において、各ブラケット５３
に付帯させた複数のスライダ５２（第１スライダ５２（Ｆ）、第２スライダ５２（Ｓ））
のうち最前のスライダ５２である第１スライダ５２（Ｆ）は、スライドレール５１の前端
または前端近傍に到達し、後方のスライダ５２である第２スライダ５２（Ｓ）は、スライ
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ドレール５１のうち内ケース３の前端３ａ近傍の領域に到達している（図２及び図９参照
）。
【００８４】
　また、本実施形態では、外ケース４を引出位置（ｄ）に位置付けた状態で、ロックピン
６１をロック解除位置からロック位置に切り替えることにより、ロックピン６１が第２ロ
ック手段７のピン挿入孔に入り込み、第２ロック手段７によって外ケース４を引出位置（
ｄ）にロックすることができる（図２参照）。
【００８５】
　このようにして、本実施形態のソファベッドＸは、外ケース４を引出位置（ｄ）に移動
させ終えた状態で、内ケース３の天板３３の略全体、及び外ケース４の天板４３の略全体
が露出した状態になる。そして、本実施形態のソファベッドＸでは、露出している内ケー
ス３の天板３３のうちユニット天板３３Ｕを載置部３６から取り外すと、内ケース３の物
品収容空間３Ｓはアクセス可能状態になり、この物品収容空間３Ｓに寝具類等の物品を収
容することができる。また、取り外したユニット天板３３Ｕを再び載置部３６に載置する
ことで、物品収容空間３Ｓはアクセス不能状態になる。
【００８６】
　このように本実施形態のソファベッドＸでは、外ケース４を引出位置（ｄ）に位置付け
た場合に、内ケース３の物品収容空間３Ｓをアクセス可能状態と、アクセス不能状態の間
で切り替えることができる。
【００８７】
　また、本実施形態のソファベッドＸは、図１及び図２に示すように、外ケース４を引出
位置（ｄ）または収容位置（ｃ）の何れの位置に位置付けた場合にも、標準位置（ｅ）に
ある抽斗部４７を開放位置（ｆ）にスライド移動させる（抽斗部４７を外ケース本体より
も前方に引き出す）ことで、抽斗部４７の内部空間４Ｓ、つまり物品収容空間４Ｓ２にア
クセス可能な状態になり、この物品収容空間４Ｓ２に寝具類等の物品を収容することが可
能になる。また、開放位置（ｆ）にある抽斗部４７を標準位置（ｅ）にスライド移動させ
ること（抽斗部４７を外ケース本体に向かって押し戻す）ことで、抽斗部４７の内部空間
４Ｓ、つまり物品収容空間４Ｓ２にアクセスできない状態になる。なお、外ケース４自体
は、第２ロック手段７や第１ロック手段６によって引出位置（ｄ）や収容位置（ｃ）にロ
ックすることができ、このようなロック状態を維持することで、抽斗部４７を開放位置（
ｆ）から標準位置（ｅ）に移動させる際、または標準位置（ｅ）から開放位置（ｆ）に移
動させる際に、外ケース４全体が内ケース３に対して不意に前後移動してしまう事態を回
避できる。また、抽斗部４７が開放位置（ｆ）よりもさらに前方へ移動してしまう事態や
、抽斗部４７が標準位置（ｅ）よりもさらに後方へ移動してしまう事態は、抽斗用スライ
ドレール機構４９の適宜箇所に設けた抽斗ストッパによって回避することができる。
【００８８】
　抽斗部４７は、標準位置（ｅ）及び開放位置（ｆ）に位置付けた際、及び標準位置（ｅ
）と開放位置（ｆ）の間で移動する際、一定の高さ位置に維持される。したがって、標準
位置（ｅ）において床面Ｆ（カーペットＲ）に接触していない抽斗部４７は、開放位置（
ｆ）に位置付けた場合や、標準位置（ｅ）と開放位置（ｆ）の間で移動させる場合にも床
面Ｆ（カーペットＲ）に接触しない（図１及び図２参照）。
【００８９】
　本実施形態のソファベッドＸは、外ケース４を収容位置（ｃ）から引出位置（ｄ）に移
動させることによってソファ形態（ａ）からベッド形態（ｂ）に変形する。そして、内ケ
ース３の天板３３の略全体、及び外ケース４の天板４３の略全体が露出した状態において
、外ケース４の天板４３上にマットレスＭ１を載置し、２つの背凭れマットブロックＭ２
１によって連続するフラットな上向き面を形成した展開状態の背凭れマットＭ２を内ケー
ス３の天板３３上に載置すると、図２に示すように、マットレスＭ１の上向き面と、展開
状態にある背凭れマットＭ２の上向き面とがフラット状に連続した面になり、外ケース４
及び内ケース３の上方に、クッション性のあるフラットな寝床面を形成することができる
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。さらに、本実施形態のソファベッドＸでは、複数枚（図示例では４枚）のクッションシ
ートＭ３１を有するクッション体Ｍ３を、これら複数枚のクッションシートＭ３１が前後
方向Ｄに並ぶように展開した状態で、マットレスＭ１の上向き面、及び展開状態にある背
凭れマットＭ２の上向き面を覆うように載置することで、より一層良好なクッション性の
ある寝床面を形成することができる。上述したように、展開した状態におけるクッション
体Ｍ３の平面サイズは、展開状態にある背凭れマットＭ２の上向き面と、マットレスＭ１
の上向き面とによって形成される前後方向Ｄに連続するフラットな寝床面全体を上方から
被覆可能なサイズに設定されている。
【００９０】
　そして、本実施形態に係るソファベッドＸは、ベッド形態（ｂ）にしたソファベッドＸ
を利用する乗客の体重等も含めてソファベッドＸ全体が受ける荷重のうち、内ケース３に
作用する荷重は、内ケース３を固定している床面Ｆ（具体的には第１チャネル材Ｃ１を介
して床面Ｆ）で受けるとともに、外ケース４に作用する荷重は、外ケース４の底面（本実
施形態では側板４１の下向き面、前板４２の下向き面が外ケース４の底面に相当する）が
床面Ｆ（カーペットＲ）に接触するよりも優先して相互に接触しているスライダ５２とス
ライドレール５１との係合部分、及びスライドレール５１を固定している床面Ｆ（具体的
には第２チャネル材Ｃ２を介してスライドレール５１を固定している床面Ｆ）で受ける構
成を採用している。
【００９１】
　一方、本実施形態に係るソファベッドＸをベッド形態（ｂ）からソファ形態（ａ）に変
形するには、先ず、ベッド形態（ｂ）において外ケース４及び内ケース３に載置している
マットレスＭ１等を適宜の退避スペースに一旦退避させて、外ケース４の天板４３全体及
び内ケース３の天板３３全体を露出させる。次いで、第２ロック手段７のロックピン６１
をロック位置からロック解除位置に移動させる。この処理は、作業従事者が、外ケース４
の天板４３のうちロックピン６１を設けた周囲に形成された開口部開口部４３５を通じて
、ピンホルダ６１２に設けた解除ボタン６１３にアクセスして、解除ボタン６１３を押圧
する操作によって行うことができる。
【００９２】
　このような操作を経て、第２ロック手段７による外ケース４のロック状態を解除すると
、外ケース４は、スライド機構５によって後方にスライド移動可能な状態になる。したが
って、作業従事者が、外ケース４を後方へ移動させる操作力を付与すると、外ケース４全
体を後方に移動させることができる。すなわち、作業従事者が外ケース４を後方へ押す操
作力を付与すると、ブラケット５３を介して外ケース４に付帯させているスライダ５２が
、床面Ｆに固定したスライドレール５１に沿って後方へ移動し、その結果、ブラケット５
３を介してスライダ５２を取り付けている外ケース４も後方へ移動する（図１及び図８参
照）。
【００９３】
　本実施形態に係るソファベッドＸは、引出位置（ｄ）にある外ケース４を後方へ所定距
離押し戻した時点で、スライダ５２のそれ以上後方への移動を規制する後側ストッパ９２
を備えている（図７及び図８参照）。本実施形態では、スライドレール５１の後端に後側
ストッパ９２を配置している。後側ストッパ９２は、スライドレール５１の上向き面より
も上方に突出する部分（突出部）を備え、各ブラケット５３に付帯させた複数のスライダ
５２（第１スライダ５２（Ｆ）、第２スライダ５２（Ｓ））のうち、最後方のスライダ５
２（第２スライダ５２（Ｓ））が突出部に接触することで、スライダ５２のそれ以上後方
への移動を規制するものである。本実施形態では、左右一対のブラケット５３の後端に連
続する位置に配置した桟木（後側桟木）によって後側ストッパ９２を構成している。
【００９４】
　本実施形態に係るソファベッドＸは、後側ストッパ９２によってスライダ５２の後方へ
の移動が規制された状態における外ケース４の位置を「収容位置（ｃ）」に設定し、外ケ
ース４を引出位置（ｄ）に位置付けることでソファ形態（ａ）にすることができる。本実
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施形態では、外ケース４を収容位置（ｃ）に位置付けた状態において、各ブラケット５３
に付帯させた複数のスライダ５２（第１スライダ５２（Ｆ）、第２スライダ５２（Ｓ））
のうち最後方のスライダ５２である第２スライダ５２（Ｓ）は、スライドレール５１の後
端または後端近傍に到達し、相対的に前方のスライダ５２である第１スライダ５２（Ｆ）
は、スライドレール５１のうち内ケース３の前端３ａよりも後方の所定領域に到達してい
る。
【００９５】
　また、本実施形態では、外ケース４を収容位置（ｃ）に位置付けて、ロックピン６１を
ロック解除位置からロック位置に切り替えることにより、ロックピン６１が第１ロック手
段６のピン挿入孔に入り込み、第１ロック手段６によって外ケース４を収容位置（ｃ）に
ロックすることができる（図１参照）。
【００９６】
　このようにして、本実施形態のソファベッドＸは、外ケース４を収容位置（ｃ）に移動
させ終えた状態で、外ケース４の内部空間（内ケース収容空間４Ｓ１）に内ケース３全体
を収容したソファ形態（ａ）になる。ソファ形態（ａ）では、上述の通り、外ケース４の
天板４３上にマットレスＭ１を載置し、マットレスＭ１上に、背凭れマットＭ２、クッシ
ョン体Ｍ３、第２クッション体Ｍ４を配置することができる（図１参照）。
【００９７】
　以上のように、本実施形態に係るソファベッドＸは、床面Ｆに設けたスライドレール５
１の延伸方向に沿って、可動台２である外ケース４に固定したスライダ５２をスライド移
動させることが可能なスライド機構５を利用して、ソファ形態（ａ）にある外ケース４を
固定台１である内ケース３に対して前方に移動させることによって、ソファ形態（ａ）か
らベッド形態（ｂ）に変形することができるとともに、ベッド形態（ｂ）にある可動台２
を固定台１に対して後方に移動させることによって、ベッド形態（ｂ）からソファ形態（
ａ）に変形することができる。そして、本実施形態に係るソファベッドＸは、床面Ｆに設
けたスライドレール５１と、外ケース４に固定したスライダ５２とを相互に係合させた部
分によって外ケース４全体を支持する構成を採用しているため、外ケース４自体の荷重や
、使用に伴って外ケース４に作用する荷重を、スライダ５２及びスライドレール５１の係
合部分を介して床面Ｆで受けることができ、外ケース４自体の荷重や、使用に伴って外ケ
ース４に作用する荷重が、内ケース３に負荷として作用する事態を回避して、実際の使用
に耐え得る高い耐荷重性を確保することが可能である。
【００９８】
　加えて、本実施形態に係るソファベッドＸによれば、形態変形時に、外ケース４が床面
Ｆ（敷物Ｒ）に接触する事態を回避することができ、床面Ｆ（敷物Ｒ）に外ケース４の移
動軌跡が擦り傷として現れる不具合を解消することが可能である。また、本実施形態に係
るソファベッドＸは、スライド機構５を構成するスライドレール５１とスライダ５２との
係合部分によって外ケース４全体を床面Ｆ（敷物Ｒ）から浮かせた状態で支持するように
構成しているため、ベッド形態（ｂ）時に外ケース４が床面Ｆ（敷物Ｒ）に接触する事態
を回避することができ、ベッド形態（ｂ）からソファ形態（ａ）に変形させた状態におい
て床面Ｆ（敷物Ｒ）に外ケース４の接地痕が現れる不具合も解消することが可能である。
特に、カーペット等の敷物Ｒを敷いた床面ＦにソファベッドＸを設置する場合には、外ケ
ース４の移動軌跡や接地痕が敷物Ｒに現れ易いが、本実施形態に係るソファベッドＸを使
用すれば、スライドレール５１とスライダ５２との係合部分によって外ケース４全体を敷
物Ｒから浮かせた状態で支持することによって、移動軌跡や接地痕が敷物Ｒに現れる不具
合を回避することができる。
【００９９】
　特に、本実施形態に係るソファベッドＸは、移動方向Ｄに沿った外ケース４の寸法（奥
行き寸法）を、内ケース３の奥行き寸法よりも大きく設定し、外ケース４の内部空間を、
移動方向Ｄに沿って、ソファ形態（ａ）において内ケース３を収容可能なメイン空間４Ｓ
１と、ソファ形態（ａ）において内ケース３が収容されないサブ空間とに仕切り、サブ空
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間を内ケース３以外の物品を収容可能な物品収容空間４Ｓ２に設定した構成を採用してい
る。これにより、外ケース４の内部空間に、内ケース３の収容空間として機能するメイン
空間４Ｓ１以外のサブ空間４Ｓ２を確保して、サブ空間４Ｓ２を寝具類等の物品を収容可
能なスペースとして有効活用することができる。
【０１００】
　しかも、本実施形態に係るソファベッドＸは、固定台１である内ケース３の内部空間を
寝具類等の物品を収容可能な物品収容空間３Ｓに設定しているため、各ケース３，４の内
部空間を有効活用して寝具類等の物品を整理することができる。例えば、各ケース３，４
の物品収容空間３Ｓ,４Ｓ２は、ベッド形態（ｂ）における第２クッション体４の収納場
所、ソファ形態（ａ）において使用しないがベッド形態（ｂ）において使用する掛け布団
や毛布、シーツ等の収納場所として利用することが可能である。
【０１０１】
　加えて、本実施形態に係るソファベッドＸは、可動台２である外ケース４として、外ケ
ース４の側面を規定する左右一対の側板４１を備えたものを適用し、スライド機構５を構
成するスライダ５２を、左右一対の側板４１が相互に向かい合う幅方向Ｗにおいてこれら
左右一対の側板４１で仕切られる領域に配置し、スライダ５２と共にスライド機構５を構
成するスライドレール５１を、スライダ５２の配置箇所に応じて床面Ｆ上の所定領域に配
置する構成を採用しているため、可動台２である外ケース４の側板４１よりも外ケース４
の幅方向Ｗ中央側の領域にスライダ５２を配置することによって、幅方向Ｗにおいてスラ
イダ５２が外ケース４の側面よりも外側に配置される構成と比較して、スライダ５２が外
部から視認できないか、視認し難い構成になる。また、このようなスライダ５２の配置箇
所に応じて床面Ｆ上の所定領域に配置するスライドレール５１もまた、可動台２である外
ケース４の側板４１よりも外ケース４の幅方向Ｗ中央側の領域に配置することになり、幅
方向Ｗにおいてスライドレール５１が外ケース４の側面よりも外側に配置される構成と比
較して、スライドレール５１が外部から視認できないか、視認し難い構成になる。その結
果、スライド機構５全体が、少なくとも平面視において可動台２である外ケース４の側板
４１よりも外ケース４の幅方向Ｗ中央側の領域に配置されることになり、スライド機構５
全体が、少なくとも平面視において外ケース４の側板４１よりも幅方向Ｗ外側の領域に配
置される構成と比較して、ソファベッドＸ全体のデザイン性が格段に向上する。
【０１０２】
　さらに、本実施形態のソファベッドＸでは、固定台１である内ケース３の天板３３や可
動台２である外ケース４の天板４３の全部または一部を、簀の子状のユニット天板３３Ｕ
、ユニット天板４３Ｕによって構成しているため、外ケース４の内部空間（物品収容空間
４Ｓ２、内ケース収容空間４Ｓ１）や内ケース３の内部空間（物品収容空間３Ｓ）に空気
が籠もる不具合を解消することができる。特に、本実施形態のソファベッドＸでは、簀の
子状のユニット天板３３Ｕ、ユニット天板４３Ｕを着脱可能に構成しているため、ユニッ
ト天板３３Ｕ、ユニット天板４３Ｕの保守点検や交換を容易に行うことができる。
【０１０３】
　また、本実施形態のソファベッドＸは、ソファ形態（ａ）において座面を形成するマッ
トレスＭ１と、ソファ形態（ａ）において背凭れ面を形成する背凭れマットＭ２とを備え
ているため、ソファ形態（ａ）においてクッション性に優れた座面及び背凭れ面を形成す
ることができる。加えて、ベッド形態（ｂ）においてマットレスＭ１が第１寝床面を形成
し、可動台２の移動方向Ｄに沿って背凭れマットＭ２をマットレスＭ１に並べて配置した
状態で、背凭れマットＭ２が第１寝床面に略面一な第２寝床面を形成するように構成して
いるため、ソファ形態（ａ）で使用するマットレスＭ１及び背凭れマットＭ２をベッド形
態（ｂ）でも使用してクッション性に優れたフラットな寝床面を形成することが可能であ
る。さらに、ベッド形態（ｂ）におけるマットレスＭ１及び背凭れマットＭ２のソファベ
ッドＸの高さ方向に沿った厚み寸法に差を設け、この厚み寸法差によって、ベッド形態（
ｂ）における固定台１の上向き面と可動台２の上向き面の段差を解消するように構成して
いるため、専用の段差解消部材を用いることなく、ベッド形態（ｂ）において必ず出現す
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る固定台１の上向き面と可動台２の上向き面との段差を解消することができる。
【０１０４】
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではない。例えば、上述の実施形態
では、鉄道車両Ｔの客室に本発明に係るソファベッドＸを設置した態様を例示したが、こ
れに限らず、ホテルの客室や船舶の客室など、利用者が休憩する任意の場所に本発明に係
るソファベッドを配置することができる。また、居住用の建物の任意の場所にも本発明に
係るソファベッドを配置して使用すること可能である。
【０１０５】
　ソファベッドを設置する床面が、カーペット等の敷物を敷いていない床面であれば、本
発明の「スライドレール及びスライダの係合部分によって可動台全体を床面から浮かせた
状態で支持する」構成における「床面」は、床面そのものである。
【０１０６】
　ソファベッドをソファ形態からベッド形態に変形する作業や、その逆の変形作業を、作
業従事者ではなく、ソファベッドの利用者自身が行うことも勿論可能である。
【０１０７】
　また、上述の実施形態では、ソファ形態（ａ）において相対的に内側に配置される内ケ
ース３を固定台１とし、ソファ形態（ａ）において内ケース３の外側に配置される外ケー
ス４を可動台２とした構成を例示したが、ソファ形態において相対的に内側に配置される
内ケースを可動台とし、ソファ形態において内ケースの外側に配置される外ケースを固定
台とすることも可能である。
【０１０８】
　ここで、図１１は、上述の本実施形態に係るソファベッドＸの平面模式図（説明の便宜
上、可動台２（外ケース４）、固定台１（内ケース３）、スライドレール５１、スライダ
５２のみ記載）であり、同図（１）にはソファ形態（ａ）のソファベッドＸを示し、同図
（２）にはベッド形態（ｂ）のソファベッドＸを示している。また、説明の便宜上、内ケ
ース２及びスライダ５２にのみ相互に異なるパターンを付している。
【０１０９】
　一方、図１２は、内ケース３を可動台２として設定し、外ケース４を固定台１として設
定した構成を図１１に対応させて示す図である。そして、同図（１）には、固定台１であ
る外ケース４及び可動台２である内ケース３を入れ子式に収めたソファ形態（ａ）のソフ
ァベッドＸを示し、同図（２）には、可動台２である内ケース３をソファ形態（ａ）時よ
りも固定台１である外ケース４に対して所定の一方向に移動させたベッド形態（ｂ）のソ
ファベッドＸを示している。図１１及び図１２に示す矢印Ｄ方向は、ソファ形態（ａ）か
らベッド形態（ｂ）に変形させる際や、ベッド形態（ｂ）からソファ形態（ａ）に変形さ
せる際（形態変形時）の可動台２の移動方向である。
【０１１０】
　図１１に示すソファベッドＸは、ソファ形態（ａ）時に、平面視において固定台１であ
る内ケース３全体が可動台２である外ケース４によって被覆されるように構成したもので
あるが、ソファ形態（ａ）時に、平面視において、内ケース３の全体ではなく所定部分の
みが外ケース４によって被覆され、外ケース４に被覆される部分と被覆されない部分とに
区別されるように構成したものであってもよい。例えば、ソファ形態（ａ）時に、平面視
において、内ケース３の全体ではなく後端側の所定部分のみが外ケース４によって被覆さ
れたり、内ケース３の全体ではなく前端側の所定部分のみが外ケース４によって被覆され
る構成を採用することが可能である。
【０１１１】
　ソファ形態（ａ）時に内ケース３が外ケース４によって全体または略全体を被覆される
構成であれば、ソファ形態（ａ）時における内ケース３と外ケース４の関係にのみ着目す
ると、外ケース４の上向き面のみがソファ形態（ａ）時の座面になる。また、ソファ形態
（ａ）時に内ケース３が外ケース４に被覆される部分と被覆されない部分に区別される構
成であれば、ソファ形態（ａ）時における内ケース３と外ケース４の関係にのみ着目する
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と、外ケース４の上向き面と、内ケース３のうち外ケース４に被覆されていない上向き面
がソファ形態（ａ）時の座面になる。
【０１１２】
　ソファ形態（ａ）時に内ケース３が外ケース４によって全体または略全体を被覆される
構成にするには、図１１に示すように、可動台２の移動方向Ｄに沿った外ケース４の寸法
を、移動方向Ｄに沿った内ケース３の寸法よりも大きく設定するか、図１３に示すように
、可動台２の移動方向Ｄに沿った外ケース４の寸法と、移動方向Ｄに沿った内ケース３の
寸法とを同一に設定することが必要である。図１３は、可動台２の移動方向Ｄに沿った外
ケース４の寸法と、移動方向Ｄに沿った内ケース３の寸法とを同一に設定した構成を図１
１に対応させて示す図であり、同図（１）にはソファ形態（ａ）のソファベッドＸを示し
、同図（２）にはベッド形態（ｂ）のソファベッドＸを示している。
【０１１３】
　一方、ソファ形態（ａ）時に内ケース３が外ケース４に被覆される部分と被覆されない
部分に区別される構成の一例としては、図１４に示すように、可動台２の移動方向Ｄに沿
った外ケース４の寸法を、移動方向Ｄに沿った内ケース３の寸法よりも小さく設定した構
成を挙げることができる。図１４は、可動台２の移動方向Ｄに沿った外ケース４の寸法を
、移動方向Ｄに沿った内ケース３の寸法よりも小さく設定した構成を図１１に対応させて
示す図であり、同図（１）にはソファ形態（ａ）のソファベッドＸを示し、同図（２）に
はベッド形態（ｂ）のソファベッドＸを示している。
【０１１４】
　なお、可動台２の移動方向Ｄに沿った外ケース４の寸法を、移動方向Ｄに沿った内ケー
ス３の寸法よりも大きく設定したり、可動台２の移動方向Ｄに沿った外ケース４の寸法と
、移動方向Ｄに沿った内ケース３の寸法とを同一に設定しつつ、ソファ形態（ａ）におけ
る内ケース３及び外ケース４の相対位置として、内ケース３の一部が外ケース４によって
被覆されない相対位置を選択することによって、ソファ形態（ａ）時に内ケース３が外ケ
ース４に被覆される部分と被覆されない部分に区別されるように構成することも可能であ
る。
【０１１５】
　ソファ形態（ａ）時に内ケース３が外ケース４に被覆される部分と被覆されない部分に
区別されるように構成した場合、ソファ形態（ａ）時における内ケース３と外ケース４の
関係にのみ着目すると、外ケース４の上向き面と、内ケース３のうち外ケース４に被覆さ
れていない上向き面がソファ形態（ａ）時の座面になり、座面に段差が生じることになる
。この場合、座面の段差に応じた形状の段差が下向き面に形成されたマットレス等を座面
上にセットすればよい。
【０１１６】
　スライド機構を構成するスライドレールは、ソファ形態及びベッド形態の何れにおいて
もユーザが視認できない位置か、視認し難い位置に配置されることが好ましい。そのため
には、スライドレール５１を、ソファ形態（ａ）において固定台１と可動台２によって覆
われる位置に配置する構成（図１１及び図１２参照）、またはソファ形態（ａ）において
固定台１のみによって覆われる位置に配置する構成（図１４参照）を採用すればよい。な
お、図１３に示す構成は、スライドレール５１を、ソファ形態（ａ）において固定台１の
みによって覆われる位置に配置する構成であるが、ソファ形態（ａ）において固定台１と
可動台２によって覆われる位置にスライドレール５１を配置している構成であると捉える
ことも可能である。
【０１１７】
　このような構成（スライドレール５１を、ソファ形態（ａ）において固定台１と可動台
２によって覆われる位置に配置する構成、またはソファ形態（ａ）において固定台１のみ
によって覆われる位置に配置する構成）を採用することにより、デザイン性の向上を図る
とともに、ソファ形態においてスライドレールが外部に露出している構成と比較してユー
ザの足等がスライドレールに引っ掛かる事態を回避することができ、安全性の向上を図る
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ことができる。
【０１１８】
　ここで、各パーツにおけるソファ形態からベッド形態へ変形させる際の可動台の移動方
向側の端を「先端」（上述の実施形態における「前端」に相当）とし、各パーツにおける
ベッド形態からソファ形態へ変形させる際の可動台の移動方向側の端を「基端」（上述の
実施形態における「後端」に相当）とすると、「スライドレールを、ソファ形態において
固定台と可動台によって覆われる位置に配置する構成、またはソファ形態において固定台
のみによって覆われる位置に配置する構成」は、「スライドレールの先端が、ソファ形態
における可動台の先端または固定台の先端のうちスライドレールの基端から遠い方の先端
と同じ位置か、その先端（ソファ形態における可動台の先端または固定台の先端のうちス
ライドレールの基端から遠い方の先端）よりも所定寸法基端側の位置となるようにスライ
ドレールを配置する構成」であると捉えることができる。
【０１１９】
　なお、ソファ形態時にスライドレールが露出しても構わない状況下であれば、図１５に
示すように、スライドレール５１の先端５１ａが、ソファ形態（ａ）における可動台２の
先端または固定台１の先端のうちスライドレール５１の基端５１ｂから遠い方の先端（図
示例では固定台１である内ケース３の先端３ａ）よりも、さらに可動台２のソファ形態（
ａ）からベッド形態（ｂ）への移動方向においてスライドレール５１の基端５１ｂから遠
い位置となるようにスライドレール５１を配置する構成を採用することもできる。図１５
は、スライドレール５１の先端５１ａが、固定台１である内ケース３の先端３ａよりもさ
らに可動台２のソファ形態（ａ）からベッド形態（ｂ）への移動方向においてスライドレ
ール５１の基端５１ｂから遠い位置となるようにスライドレール５１を配置した構成を図
１４に対応させて示す図であり、同図（１）にはソファ形態（ａ）のソファベッドＸを示
し、同図（２）にはベッド形態（ｂ）のソファベッドＸを示している。
【０１２０】
　ここで、ベッド形態時において内ケースが外ケースによって被覆される領域が皆無また
は略皆無となる構成を採用した場合（例えば図１１及び図１２に示すソファベッドＸ）、
ベッド形態時において内ケースが外ケースによって被覆される領域が存在する構成（例え
ば図１３及び図１４に示すソファベッドＸ）と比較して、移動方向Ｄに沿った寝床面のサ
イズは広く確保できる。すなわち、図１１に示す外ケース４と図１４に示す外ケース４は
、何れも可動台２の移動方向Ｄに沿った寸法が同一であり、図１１に示す内ケース３と図
１４に示す内ケース３は、何れも可動台２の移動方向Ｄに沿った寸法が同一であるにもか
かわらず、図１１に示すソファベッドＸは、ベッド形態（ｂ）において内ケース３が外ケ
ース４によって被覆される領域が皆無または略皆無となる構成になる一方、図１４に示す
ソファベッドＸは、ベッド形態（ｂ）において内ケース３が外ケース４によって被覆され
る領域が存在する構成になる。したがって、ベッド形態（ｂ）において移動方向Ｄに沿っ
た寝床面のサイズは、図１１に示すソファベッドＸの方が図１４に示すソファベッドＸよ
りも広くなる。
【０１２１】
　図１１に示すソファベッドＸ、及び図１４に示すソファベッドＸは、可動台２の移動方
向Ｄに沿った寸法を内ケース３と外ケース４で異ならせている点、スライドレール５１が
、ユーザにとって視認できないか、視認し難いようにするために、スライドレール５１の
先端５１ａが、ソファ形態（ａ）における可動台の先端または固定台の先端のうちスライ
ドレール５１の基端５１ｂから遠い方の先端（図１１であれば可動台２である外ケース４
の先端４ａであり、図１４であれば固定台１である内ケース３の先端３ａ）と同じ位置か
略同じ位置となるように、スライドレール５１を配置した点、以上の点で同じ構成である
。一方、図１１に示すソファベッドＸ、及び図１４に示すソファベッドＸは、固定台１が
内ケース３であるか外ケース４であるか、可動台２が外ケース４であるか内ケース３であ
るか、という点で異なる。このような図１１及び図１４に示す構成の相違点に基づき、上
述の通り、ベッド形態（ｂ）において移動方向Ｄに沿った寝床面のサイズが異なる。
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【０１２２】
　そこで、図１４に示すソファベッドＸに準じた構成でありながら、ベッド形態（ｂ）に
おいて内ケース３が外ケース４によって被覆される領域が皆無または略皆無となる構成に
して、ベッド形態（ｂ）において移動方向Ｄに沿った寝床面のサイズを、図１１に示すソ
ファベッドＸと同じサイズにするには、図１５に示すように、スライドレール５１の先端
５１ａが、固定台１である内ケース３の先端３ａよりもさらに可動台２のソファ形態（ａ
）からベッド形態（ｂ）への移動方向においてスライドレール５１の基端５１ｂから遠い
位置となるようにスライドレール５１を配置する構成を採用すればよい。
【０１２３】
　また、ソファ形態時及びベッド形態時にスライドレールが露出しても構わない状況下で
あれば、スライダを、可動体の左右一対の側板が相互に向かい合う幅方向においてこれら
左右一対の側板で仕切られる領域から外れた位置に配置し、スライドレールを、スライダ
の配置箇所に応じて床面上の所定領域に配置する構成を採用することも可能である。
【０１２４】
　また、１本のスライドレールに対するスライダの数は、「２」に限定されず、１つであ
ってもよいし、３以上の複数であってもよい。ここで、スライドレール及びスライダの係
合部分によって可動台全体を床面から浮かせた状態で支持するように構成している本発明
のソファベッドにおいて、スライドレール及びスライダの係合部分の数が多いほど、可動
台全体を床面から浮かせた状態で支持する際に各係合部分に作用する負荷を軽減すること
が可能である。なお、１本のスライドレールに１つのスライダを係合させる構成であれば
、スライドレールに対する係合部分をスライドレールの延伸方向（可動台の移動方向）に
沿って広い領域に確保することが可能なスライダを適用したり、パーツとしては１つのス
ライダであっても、スライドレールに対する係合部分をスライドレールの延伸方向に沿っ
て離間した複数箇所に確保することが可能なスライダを適用すれば、良好な支持状態を維
持することが可能である。
【０１２５】
　スライドレールの本数もまた「２本」に限られず、１本、または可動台の移動方向に直
交する方向（上述の実施形態における幅方向Ｗ）において３本以上並べた構成にすること
も可能である。
【０１２６】
　上述の実施形態では、スライドレール５１や固定台１を、床面Ｆに予め固定されている
チャネル材Ｃ１,Ｃ２等のベースを介して床面Ｆに固定する態様を例示したが、スライド
レールや固定台を床面に直接固定しても構わない。なお、ベースとして、チャネル材以外
のものを適用することも可能であり、スライドレール及び固定台のベースが共通のベース
であってもよい。
【０１２７】
　スライド機構を構成するスライドレールやスライダの具体的な形状や構造、特に係合部
分の形状や構造は、上述の実施形態で述べた形状や構造に限定されず、適宜変更すること
ができる。
【０１２８】
　また、上述の実施形態では、可動台２である外ケース４のうち移動方向Ｄに沿った寸法
を、固定台１である内ケース３のうち移動方向Ｄに沿った寸法よりも大きく設定し、外ケ
ース４の内部空間を、移動方向Ｄに沿って、ソファ形態（ａ）において内ケース３を収容
可能なメイン空間と、ソファ形態（ａ）において内ケース３が収容されないサブ空間とに
仕切り、サブ空間を内ケース３以外の物品を収容可能な物品収容空間４Ｓ２に設定した構
成を例示したが、サブ空間を物品収容空間に設定しない構成を採用することも可能である
。また、サブ空間を物品収容空間に設定した場合、上述の実施形態では、サブ空間のうち
、外ケース本体に対して引き出し操作が可能な抽斗部４７の内部空間４Ｓに相当する空間
を、物品収容空間４Ｓ２に設定した構成を例示したが、抽斗部を備えていない外ケースで
ある場合には、外ケースの天板、前板、または側板の何れかを適宜の処理によって取り外
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したり、配置姿勢を変化させる（サブ空間に対するアクセスを困難または不能にする配置
姿勢からサブ空間に対するアクセスを許容する配置姿勢に変化させる）ことによって、物
品収容空間に設定したサブ空間に物品を収容できるように構成することも可能である。
【０１２９】
　上述の実施形態では、固定台１の天板３３や可動台２の天板４３の全部または一部を、
簀の子状のユニット天板３３Ｕ、ユニット天板４３Ｕによって構成した態様を例示したが
、簀の子状のユニット天板は、ユニットごと着脱可能なものであってもよいし、着脱不能
なものであってもよい。ユニット天板の数は限定されず、例えば、固定台や可動台として
、それぞれ１つずつのユニット天板を備えたものを適用したり、それぞれ複数ずつのユニ
ット天板を備えたものを適用したり、固定台又は可動台の一方の台は１つのユニット天板
を備え、他方の台は複数のユニット天板を備えたものとすることも可能である。
【０１３０】
　なお、固定台の天板や可動台の天板を、簀の子状のユニット天板を用いずに構成するこ
とも可能である。
【０１３１】
　また、上述の実施形態では、ソファ形態（ａ）からベッド形態（ｂ）へ変形させる際に
可動台２を移動させる方向を、固定台１に対して可動台２を引き出す方向に設定し、ベッ
ド形態（ｂ）からソファ形態（ａ）へ変形させる際に可動台２を移動させる方向を、固定
台１に可動台２を押し戻す方向に設定した態様を例示したが、これに限られず、例えば、
ソファ形態からベッド形態へ変形させる際に可動台を移動させる方向を、固定台に対して
可動台を押し出す方向に設定し、ベッド形態からソファ形態へ変形させる際に可動台を移
動させる方向を、固定台に可動台を引き戻す方向に設定することも可能である。
【０１３２】
　また、固定台及び可動台を入れ子式に収めたソファ形態における可動台をロックするロ
ック手段（上述の実施形態における「第１ロック手段６」に相当）と、可動台をソファ形
態時よりも固定台に対して所定の一方向に移動させたベッド形態における可動台をロック
する手段（上述の実施形態における「第２ロック手段７」に相当）の具体的な機構や構造
は特に限定されず、適宜のものを採用することができる。
【０１３３】
　また、ソファ形態からベッド形態への変形時や、ベッド形態からソファ形態への変形時
に、可動台のそれ以上の同一方向への移動を規制するストッパ（上述の実施形態における
「前側ストッパ９１」や「後側ストッパ９２」に相当）の具体的な機構や構造も特に限定
されず、適宜のものを採用することができる。
【０１３４】
　さらにはまた、ソファ形態からベッド形態への変形時や、ベッド形態からソファ形態へ
の変形時に、ユーザが操作力を付与する部分（上述の実施形態における「引き手８（掘込
引手）」）の形状や配置箇所も適宜変更することが可能である。
【０１３５】
　また、形態変形時における固定台に対する可動台の移動を、手動ではなく自動制御下で
実現する構成を採用してもよい。
【０１３６】
　マットレスや背凭れマット、あるいは各クッション体のサイズや形状、変形仕様等は適
宜変更することが可能である。
【０１３７】
　その他、各部の具体的構成についても上記実施形態に限られるものではなく、本発明の
趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
【符号の説明】
【０１３８】
１…固定台
２…可動台
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３…内ケース
３３…天板
３３Ｕ…ユニット天板
４…外ケース
４１…側板
４３…天板
４３Ｕ…ユニット天板
４Ｓ２…物品収容空間
（ａ）…ソファ形態
（ｂ）…ベッド形態
Ｍ１…マットレス
Ｍ２…背凭れマット
Ｆ…床面
Ｘ…ソファベッド

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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